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開始年度 平成 24 年度

６

（24）

⑧

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 600 477 79.5% 平成２７年度 300 232 77.3% 平成２７年度 40 43 107.5%

平成２８年度 600 277 46.2% 平成２８年度 300 197 65.7% 平成２８年度 40 40 100.0%

平成２９年度 0 － － 平成２９年度 300 － － 平成２９年度 40 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

24,236 6,059 12,118 6,059 0 0 0 0 24,236 24,172 100%

24,144 6,036 12,072 6,036 0 0 0 0 24,144 24,144 100%

7,300 1,687 3,650 1,825 0 138 － － － － －

障害のある子どもへの支援施 策 名

事業概要

放課後の利用人数 長期休業中利用人数

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
　港区重度障害児日中一時支援事業実施要綱

事 業 の 概 要

　地域の児童館等を利用することが困難な重度障害児を対象に、長期休業中や土曜日に安全、安
心な活動拠点を設置し、余暇活動や様々な体験活動の支援を行います。
　①長期休業中（春期・夏期・冬期）：障害保健福祉センター（知的障害児・肢体不自由児）
　②土曜日（年８回）（肢体不自由児）

土曜日の利用人数

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

事 業 の 対 象

(指標の説明等)

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

基 本 政 策

政 策 名

重度障害障害児の日中一時支援事業

保健福祉支援部障害者福祉課長

平成２９年度

保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係

事 業 の 目 的
　地域の児童館等の施設の利用が困難な特別支援学校等に通う小学校高学年・中高生を対象に、
長期休業中及び土曜日の居場所を確保し、重度障害児の生活の支援を充実するとともに、家庭に
おける負担を軽減します。

事業費の状況(単位：千円)

　地域の施設の利用が困難な特別支援学校に通う小学４～６年生と中学生、高校生

決算状況

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

平成２８年度

指標１ 指標２ 指標３

予算状況

平成２７年度

　児童福祉法が改正され、民間の放課後等デイサービスが充実しつつありますが、まだ希望者全員が利
用できるまでに充実しておらず、この事業を実施することで重度障害児が長期休業中や土曜日に過ごせ
る場所が確保できています。



継続

評価※

4

5

4

拡充 継続 改善 廃止 統合

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　国の地域生活支援事業実施要綱に基づき、特別区では23区中20区が同様の事業を実施
しています。うち14区が委託により実施しています。

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　知的障害児を対象にした日中一時支援事業については、民間の放課後等デイサービス
事業所の事業展開を見極めながら廃止を含めて実施のあり方を検討していきます。肢体
不自由児については依然として受け入れ可能な民間事業所が少なく、区として実施して
いく必要がありますが、どの程度実施していくかは検討していく必要があります。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　民間事業所の利用が難しい重度障害児の居場所は、区が確保していく必要がありま
す。

　障害児を持つ多くの家庭が、長期休業中の居場所の確保については事業の充実を要望
していますが、民間事業所の充実によって、民間事業所を利用する家庭が増えてきてい
ます。

　知的障害児を対象にした日中一時支援事業については、民間の放課後等デイサービス
事業所の充実により利用者が移行したことを踏まえて、平成28年度末をもって放課後事
業を廃止しましたが、今後も民間事業所が増える傾向にあることから、その事業展開を
見極めながら引き続き事業の見直しをする必要があります。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

事務事業を取り巻く状況等

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　民間事業者が運営する放課後等デイサービス事業所が増加し、障害児がその事業所を
積極的に利用することにより事業規模が縮小できれば、コスト削減の余地はあります。

項   目

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

③ 効 率 性

　長期休業中や土曜日の居場所の確保については引き続き事業の継続が望まれます。

　障害児の放課後に居場所を確保することにより安定した生活を送ることに繋がって
います。

② 効 果 性

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　地域において民間の放課後等デイサービス事業者が充実するまで、知的障害児と肢
体不自由児に分けて実施する手法は適当と考えられます。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ）

　利用ニーズや事業実施事業者の実施状況を見ながら、事業の在り方について検討していく必
要があります。
　知的障害児については、法内事業である放課後等デイサービスの民間事業所の実施状況を見
極めながら、長期休業中の事業についても廃止を含めて検討していきます。
　肢体不自由児対象の事業については、民間の受皿はほとんどない状況の下、利用ニーズが増
えており、土曜日と長期休業中の事業は充実を含めて検討していきます。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。
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開始年度 平成 21 年度

６

(24)

⑧

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 10 11 110.0% 平成２７年度 1,000 559 55.9% 平成２７年度

平成２８年度 10 10 100.0% 平成２８年度 972 502 51.6% 平成２８年度

平成２９年度 10 － － 平成２９年度 972 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

43,811 14,824 0 15,871 0 13,116 369 0 44,180 42,140 95%

44,301 0 0 40,012 0 4,289 753 0 45,054 42,462 94%

43,004 26,337 0 12,681 0 3,986 － － － － －

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

事 業 の 目 的

平成２９年度

　在宅の重症心身障害児等に対し、通所の方法により地域での生活に必要な支援を行うことに
よって、重症心身障害児等の福祉の向上を図ります。

　児童福祉法、港区児童福祉法施行規則、東京都重症心身障害児（者）通所事業実施要領、障害
者施策推進区市町村包括補助事業実施要綱
　港区重症心身障害児通所事業運営要綱、港区重症心身障害児（者）通所事業補助金交付要綱、
港区重症心身障害児利用判定委員会設置要綱

指標１ 指標２

重症心身障害児通所事業

保健福祉支援部障害者福祉課長

保健福祉支援部障害者福祉課発達障害者担当

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心生活を支援する

施 策 名

事業概要

高齢者や障害者等の豊かで自立した地域での生活を支援する

障害のある子どもへの支援

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

政 策 名

事業費の状況(単位：千円)

　区内に住所を有する地域の障害児施設等に通所が困難な未就学児の重症心身障害児。医療的ケ
アが必要な重症心身障害児を含みます。

(指標の説明等)

事 業 の 対 象

事 業 の 概 要

　障害保健福祉センター指定管理事業所社会福祉法人友愛十字会に事業運営を委託し、こども療
育パオの１クラスと位置付け「めろん組」と称しています。
　委託している事業内容は以下のとおりです。
１　医療的ケアの実施
２　理学療法、作業療法及び言語療法による機能回復訓練
３　日常生活における基本的動作訓練
４　集団生活への適応等の訓練
５　家族等の相談に応じ、必要な助言及び支援
６　車両による送迎
　定員　１日５名
　利用日　２歳までの乳児グループは週２日母子通園
　　　　　３歳以上の幼児グループ通所頻度は個別状況に応じる。単独通所

利用者数（実数）

　平成28年度は年間登録数10名。
　重症心身障害児の地域での日中生活の場を確保でき、また家族等からの相談に対し助言や支援を行う
ことができています。また、利用者にとっても、児童間の交流が図れ、心身の発達を促すことにもつな
がっています。

指標３

予算状況

平成２７年度

決算状況

延利用者数

平成２８年度



継続

評価※

5

5

5

拡充 継続 改善 廃止 統合

事務事業を取り巻く状況等

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　対象となる重症心身障害児は、気管切開後の吸引措置や継管栄養等の医療的ケアが必
要であったり、重度の重複障害を持っています。そのため、安心安全な運営体制を確保
するには、人員体制を手厚くせざるを得ない状況のため、コスト削減の工夫は難しい状
況です。包括補助費の歳入を得ています。

評価の理由・コメント

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　児童福祉法内の事業のため、概ね各都道府県、市町村で行われています。

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　今年度の開始当初はすでに10名の登録があります。登録数が増加しているなか、類似
の他施設との並行利用も実際には難しい状況です。民間事業所の参入も設備・人員配置
にコストがかかるため、区内ではありません。区が実施すべき事業として、登録数の増
加に沿った利用者数の増加を検討します。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　現状ではこの事業を運営できる事業者が十分に育成されていないため、スキルが育つ
までは区が運営していく必要があります。

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　業務委託を行い、効率的に実施しています。包括補助費の歳入を得ています。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ） 　今後一人当たりの通所回数の増や通所希望者の増が想定されます。

　東京都の補助金を得るために、１日の通所定員数に対する保育スペースや職員配置数等が決
められているため、保育室の拡大や職員数の増加について検討します。
　また、財源は「障害者施策推進区市町村包括事業」を活用し、利用日数に応じて助成を受け
ます。補助基準額（限度額）はありません。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

② 効 果 性

③ 効 率 性

　今後も、区民需要が見込まれ、事業の継続が必要です。

　他機関では対応が難しい児童を対象としているため、効果は高いです。

　医療的ケアや専門性の高い療育の充実を求める保護者のニーズは増加しています。

　登録数は増加しているなか、他施設との一部並行利用は可能になりましたが、類似の
東京都や他自治体施設は定員に達しており、実際には並行利用は受入れが難しい状況で
す。
　区民ニーズは高まっており、他の地域の施設への通所が困難な重症心身障害児の通所
先として、区が実施すべき事業と考え、引き続き受入れ態勢を工夫した運営が必要で
す。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

項   目

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）
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開始年度 平成 21 年度

６

(24)

⑧

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 2 3 150.0% 平成２７年度 平成２７年度

平成２８年度 4 4 100.0% 平成２８年度 平成２８年度

平成２９年度 8 ー － 平成２９年度 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

17,037 17,037 0 0 0 0 -2,096 0 14,941 9,788 66%

16,622 16,622 0 0 0 0 0 0 16,622 16,491 99%

45,398 45,398 0 0 0 0 － － － － －

予算状況

平成２７年度

決算状況

平成２９年度

平成２８年度

　平成29年度の利用者は中等部からの進学者が５名おり、計８名です。

事業費の状況(単位：千円)

　中等部在籍時に、特別支援学級等在籍児童生徒送迎事業を利用し、引き続き同一の肢体不自由
児特別支援学校高等部に在籍している区内在住の重度身体障害児。

(指標の説明等)

事 業 の 対 象

事 業 の 概 要

指標３

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

政 策 名

重度身体障害児学校送迎支援

保健福祉支援部障害者福祉課長

保健福祉支援部障害者福祉課障害者福祉係

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心生活を支援する

成 果 の 概 要

　年間契約をしたタクシー会社が、利用者宅から各学校の往復を送迎します。利用者の費用負担
はありません。

　なし

利用者数（人）

　特別支援学校高等部進学率が高い現状で、重度の身体障害があっても通学し、他の生徒と共に学習で
きたり、一環した特別支援学校ならではの教育・支援が義務教育時と変わらず受けられることで、円滑
に地域生活に移行できる効果があります。

指標１ 指標２

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

障害のある子どもへの支援施 策 名

事業概要

事業の成果

指
　
標

　肢体不自由児特別支援学校中等部から高等部に進学する重度身体障害児に対し、引き続き送迎
支援を実施することにより、特別支援学校での９年間にわたる支援プログラムを生かし、円滑な
地域生活への移行を目指します。

事 業 の 目 的



継続

評価※

4

4

4

拡充 継続 改善 廃止 統合

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　東京都によるスクールバスの60分以内の送迎が実現するまでは、区が実施すること
は妥当です。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ） 　東京都において、運行コースの設定の工夫により、通学時間の短縮がはかられ、実施される

まで、区の事業の継続が必要です。東京都による通学時間短縮の実現のため、引き続き強く働
きかけを行ってまいります。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

項   目

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

③ 効 率 性

　東京都によるスクールバスの60分以内の送迎が実現するまでは継続する必要があり
ます。

　港区内には、重度身体障害者の通える特別支援学校高等部はなく、区民は、１区超
えた学校（世田谷区・大田区）への通学をせざるを得ない地理的な事情を配慮し、重
度身体障害児の長時間の通学に伴う身体的負担を軽減する必要があります。その軽減
策として、本事業による交通手段の提供以外に、保護者の経済的負担を要しない代替
的な手段の確保困難であることから、区が実施することは妥当です。

② 効 果 性

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　平成29年度は対象者が８名いますが、心身状況・住所地等を精査しルートを調整した
結果、同乗により運行車両は６台とし、経費を削減しています。今後も、状況の精査、
ルートの調整等により、運行車両台数の削減に取り組みます。
　引き続き、都への時間短縮の状況確認、働きかけをしていきます。
　利用者からの費用の一部負担ですが、都立の特別支援学校のスクールバスを利用して
いる児童は自己負担がないため、この事業についても難しいと考えられます。

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

東京都による通学時間短縮の実現のため、強く働きかけを行ってください。

　第１ブロックの千代田、中央、新宿区に確認したところ、スクールタクシーなどの類
似事業は行っていません。

　平成28年度、東京都に対して、通学時間短縮の実現のための文書での要請を行いまし
た。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　東京都教育委員会は、平成28年度末にスクールバスの60分以内の送迎が実現できたと
していますが、港区のスクールタクシーの実施がなくては未だ60分以内の送迎が困難な
区民が存在します。引き続き、区が継続して実施することが必要です。

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

　都立特別支援学校ＰＴＡから要望書が提出されています。また、議会からの要望もあ
り、ニーズは高いと考えられます。
　一部の地区では、現在も送迎時間が60分以上かかる状況が続いています。また、今後
も、対象となる在校生・中等部卒業生が予測され、都の送迎時間短縮が実現されるま
で、需要は続くと思われます。

　東京都において、運行コースの設定の工夫により、通学時間の短縮がはかられ、実施
されるまで、区の事業の継続が必要です。東京都による通学時間短縮の実現のため、引
き続き強く働きかけを行ってまいります。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

事務事業を取り巻く状況等
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開始年度 昭和 62 年度他

６

（24）

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 132 124 93.9% 平成２７年度 68 68 100% 平成２７年度

平成２８年度 124 111 ー 平成２８年度 63 74 117% 平成２８年度

平成２９年度 113 － － 平成２９年度 67 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

2,934 2,934 0 0 0 0 0 0 2,934 2,812 96%

2,765 2,765 0 0 0 0 0 0 2,765 2,427 88%

2,609 2,609 0 0 0 0 － － － － －

事 業 の 目 的

利用券給付者数

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

地域における自立生活を支える仕組みづくり施 策 名

事業概要

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

　①区内在住の被爆者手帳所持者に対して、年に１度見舞金（12,000円）を支給します。
　②港区原爆被爆者の会に対して、運営費、平和記念式典参加及び研修会開催費の助成を行い、
会の自主的な活動を支援します。
　③区内４団体に所属する施術所において、施術サービスを受けることができるよう、対象者一
人当たり、年間６枚の鍼・灸・マッサージの利用券を給付します。

　①②港区原子爆弾被爆者に対する見舞金支給要綱、港区原子爆弾被爆者の会助成要綱
　③港区鍼・灸・マッサージ利用券給付要綱

見舞金支給者数

　①②見舞金の支給及び港区原爆被爆者の会への助成を通じて、被爆者の福祉の増進に寄与しています。
　平成28年度　見舞金支給実績　111人
　③鍼・灸・マッサージの利用券の配布は被爆者の方の健康増進に役立っています。
　しかし、配布した利用券の半数以上が利用されていないという側面もあります。平成28年度　利用券
配布数　74人×６枚＝444枚

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

政 策 名

原爆被爆者援護事業(①②原爆被爆者助成、②三療サービス)

保健福祉支援部障害者福祉課長

保健福祉支援部障害者福祉課障害者福祉係

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する

平成２９年度

　原子爆弾被爆者の福祉の増進を図ります。

事業費の状況(単位：千円)

　①区内在住（７/１現在）の被爆者健康手帳所持者(昭和62年度より開始)
　②港区原爆被爆者の会(平成２年度より開始)
　③区内在住の被爆者健康手帳所持者(平成７年度より開始)

(指標の説明等)

事 業 の 対 象

事 業 の 概 要

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

平成２８年度

指標１ 指標２ 指標３

予算状況

平成２７年度

決算状況



継続

評価※

4

4

4

拡充 継続 改善 廃止 統合

　①②他自治体においても同様の取組を展開しています。
　③本事業と同様の取組みをしている展開している自治体はあります。

　適切な給付枚数を検討してまいります。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　見舞金受給者の減少、会員(被爆者)の高齢化が見られますが、同様の事業を継続して
いく必要があります。本事業の目的・実施内容からすると、区が実施することは妥当で
す。

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

　①②被爆者の高齢化等により、見舞金支給対象者数が減少傾向にあります。
　③利用者からの要望はあがっていませんが、高齢化が進んでいる被爆者への福祉的給
付として、今後も需要は高いと思われます。

　①②港区原爆被爆者の会の高齢化に伴い、今後活動内容が変わってくる可能性があり
ます。その場合は、活動状況等に応じた助成内容や交付金額について検討する必要があ
ります。
　③給付した券の半数以上が利用されていません。体調面で利用の必要性がなかったの
であれば、問題はありませんが、対象者の高齢化が進んでいることも利用率が低いこと
の要因の一つと考えられます。今後の動向を注視し、より利用しやすいサービス提供が
必要となる可能性があります。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

事務事業を取り巻く状況等

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　①②継続した活動をしている団体への給付と、団体に所属していない方も含めた手帳
所持者への見舞金の給付という、２本立ての給付は、バランスの取れた妥当なサービス
です。
　③高齢化が進んでいる被爆者への福祉的給付として、費用対効果の点で妥当なサービ
スです。

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

項   目

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

③ 効 率 性

　①②見舞金受給者の減少、会員(対象者)の高齢化が見られますが、同様の事業を継
続していく必要があります。本事業に目的・実施内容からすると、区が実施すること
は妥当です。
　③対象者の高齢化に伴い、必要性は継続すると思われます。

　①②90%以上の達成率となっています。
　③手帳所持者の概ね2分の1の方が利用券給付申請しています。健康の維持増進の一
助になっています。

② 効 果 性

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　①②事業の実施手段は妥当かつ効果的です。
　③対象者の高齢化に伴い、より利用しやすいサービスの提供が必要となる可能性が
あります。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ） 　①②見舞金受給者の減少や会員の高齢化が見られますが、被爆者の健康維持増進と福祉の向

上を図るため、事業継続していく必要があります。
　③対象者の高齢化に伴い、需要が増加する可能性があります。被爆者の健康維持増進を図る
上で、事業の必要性は持続すると考えられます。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。
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開始年度 昭和 46 年度

６

（24）

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 615 827 134.5% 平成２７年度 平成２７年度

平成２８年度 615 822 133.7% 平成２８年度 平成２８年度

平成２９年度 615 － － 平成２９年度 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

15,487 2,827 7,743 3,872 0 1,045 0 0 15,487 15,487 100%

17,957 3,445 8,978 4,489 0 1,045 0 0 17,957 17,956 100%

18,235 3,723 9,118 4,559 0 835 － － － － －

地域における自立生活を支援する仕組みづくり施 策 名

事業概要

延べ参加者数

　障害者総合支援法、地域生活支援事業実施要綱

事 業 の 概 要

　活動は年間13回程度。通常活動は土曜、日曜日の午前６時30分～午後４時。生涯学習センター
を主な活動場所としています。
　活動内容は、講師によるスポーツ、工作、調理実習や、受講生がプログラムを考える自主企画
などがあります。
　年１回宿泊事業とバスハイクを実施しています。
　毎回活動後「いちょう学級だより」を関係者に送付しています。

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

事 業 の 対 象

(指標の説明等)

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

障害を通じた心ゆたかで健康な都心生活を支援する

高齢者や障害者等の豊かで自立した地域での生活を支援する

基 本 政 策

政 策 名

いちょう学級

保健福祉支援部障害者福祉課長

平成２９年度

保健福祉支援部障害者福祉課障害者福祉係

事 業 の 目 的
　知的障害者が、学習、スポーツ、レクリエーション等を通して、社会参加への適応力を高める
とともに、仲間作りの場とすることにより、豊かな人間形成の向上に役立てます。

事業費の状況(単位：千円)

　15歳以上の区内在住・在勤者で、会場まで一人で通える知的障害者

決算状況

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

平成２８年度

指標１ 指標２ 指標３

予算状況

平成２７年度

　港特別支援学校の講師の協力もあり、新たな受講者が毎年入っています。
　委託事業者についても、受講者との信頼関係を構築しています。

　平成28年度　13回開催



継続

評価※

4

4

4

拡充 継続 改善 廃止 統合

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　教育部門、障害者福祉課と所管の違いはあるが、23区すべてで実施しています。

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　事業の目的（障害者の社会参加）を再確認するとともに、安全面に考慮しながら事業
を実施できるよう、関係者と協議しながら要綱を整備することにより、事業内容の再確
認を行っていきます。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　移動支援制度の充実で個人での外出や余暇活動は増加傾向にあるが、集団での社会参
加の機会はまだ少なく、区がその機会を提供することは妥当です。

　在籍している受講者及び受講者の保護者からのニーズは非常に強いです。

　受講者の年齢や障害の程度が様々で、受講者数が増えている中で、安全面に考慮しな
がら、経験や実績のある事業者が継続的に事業を実施できる仕組みが必要と思われま
す。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

事務事業を取り巻く状況等

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　平成24年度から地域生活支援事業補助金に計上したため、コストは抑えられていま
す。その他の削減については、事業実施場所を公共の施設をなるべく利用したり、受講
者、講師からの食費や宿泊事業の半額自己負担をしてコストの削減を実施しています。

項   目

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

③ 効 率 性

　知的障害者の余暇活動としては、事業継続の必要性は高いです。

　事業の受講者数が年々増加傾向にあり、一定の効果があると思われます。② 効 果 性

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　知的障害者の社会参加への適応力、仲間づくりの場としての機能は果しており、手
法の効率性も一定程度はあると思われます。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ） 　毎年受講者数が増加していることや、受講者の活動への参加率が高いことから、今後も当事

業を継続し、知的障害者の余暇活動を支援する必要があります。
　今後は、より事業目的に沿った内容となるよう、実施方法等について検討します。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。
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開始年度 昭和 56 年度

６

(24)

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 17 17 100.0% 平成２７年度 平成２７年度

平成２８年度 17 16 94.1% 平成２８年度 平成２８年度

平成２９年度 17 － － 平成２９年度 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

408 408 0 0 0 0 0 0 408 360 88%

456 456 0 0 0 0 0 0 456 384 84%

408 408 0 0 0 0 － － － － －

事 業 の 概 要 　区内の障害者団体による自主的な学習会や講演会を行う時の講師の謝礼などを助成します。

保健福祉支援部障害者福祉課長

地域における自立生活をささえる仕組みつくり施 策 名

事業概要

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

事 業 の 対 象

(指標の説明等)

評価対象

事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

基 本 政 策

政 策 名

障害者学習活動

平成２９年度

保健福祉支援部障害者福祉課障害者福祉係

事 業 の 目 的
　区内の障害者団体が、会員を対象として実施する学習活動を支援することで、団体の育成に寄
与し、障害者の福祉増進を図ります。

事業費の状況(単位：千円)

　港区心身障害児・者団体連合会の団体、代表者が、原則として区内在住または在勤している団
体、構成員が５名以上で、その過半数が区内在住または在勤している団体

決算状況

　障害者団体の学習活動に対する支援実施要綱

助成団体数

　障害者団体が企画し、実施する様々な学習活動を通じて、障害者のＱＯＬの向上を行い、障害者の福
祉増進に役立っています。

平成２８年度

指標１ 指標２ 指標３

予算状況

平成２７年度



継続

評価※

4

4

4

拡充 継続 改善 廃止 統合

事務事業を取り巻く状況等

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　障害者団体への助成制度はあるが、学習活動という限定的な助成は第1ブロックの千
代田、中央、新宿にはありません。

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　助成対象とする各団体の多岐にわたる学習活動が、事業目的から外れないよう、各団
体の学習活動の内容を把握し適切に処理していきます。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　他で学習活動に類似した助成金制度はなく、区が実施する必要はあります。

② 効 果 性

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　補助金額の上限を定めており、どの団体も上限以上に支出しているので、削減の余地
はありません。

　障害者からの自主的活動への支援について、ニーズはあり、今後も引き続きニーズが
あると見込まれます。

　本事業の根拠となる要綱では、学習活動の内容に関し詳細を定めていないため、助成
の対象となる学習活動が広範囲にわたる傾向が見られます。助成対象とする各団体の多
岐にわたる学習活動が、事業目的から外れないよう、各団体の学習活動の内容を核にし
ていく必要があります。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

項   目

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

③ 効 率 性

　団体からのニーズは継続的にあり、障害者が地域の中で自立した活動を行うために
継続が必要です。

　学習活動を行う団体への助成ではなく、研修活動の講師への謝礼の補助のため、障
害者の色々な学習活動の場が確保されるという点で効果があります。

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　学習活動の全額を助成しているわけではなく、一部という面では、他の部分は受益
者の負担があり、妥当です。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ）

　障害者団体の学習や研修を支援することは、団体としてより活発な活動を行うために必要な
知識や最新の情報を得る機会となっており、本事業の継続が必要です。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。



Ｎｏ 213 平成２９年度　港区事務事業評価シート

開始年度 平成 23 年度

６

(24)

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 8 8 100.0% 平成２７年度 2 2 100.0% 平成２７年度

平成２８年度 8 8 100.0% 平成２８年度 1 1 100.0% 平成２８年度

平成２９年度 8 ー － 平成２９年度 5 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

65,166 0 0 65,166 0 0 0 0 65,166 65,165 100%

81,141 0 0 81,141 0 0 -1,303 -24,938 54,900 54,188 99%

75,273 0 0 75,273 0 0 － － － － －

予算状況

平成２７年度

平成２９年度

決算状況

事業費の状況(単位：千円)

　法第５条に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援のいずれか一つまた
は複数行う事業所を原則として区内に設置し、かつ、適正な運営を行っている法人

(指標の説明等)

事 業 の 対 象

事 業 の 概 要

指標１ 指標２ 指標３

平成２８年度

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

政 策 名

障害者日中活動サービス推進事業

保健福祉支援部障害者福祉課長

保健福祉支援部障害者福祉課障害者福祉係

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心生活を支援する

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年第123号。以下
「法」という。）第５条に規定する障害福祉サービスを実施するために社会福祉法人、特定非営
利活動法人、一般財団法人、公益財団法人、一般社団法人、公益社団法人、医療法人、学校法人
又は宗教法人（以下「法人」という。）が区内に設置する指定障害福祉サービス事業所等の運営
に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、サービス利用者の福祉の向上を図る
ことを目的とします。

第三者評価受診事業者数

　港区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱

対象施設数

　障害者総合支援法第５条に規定する障害者福祉サービスを実施するために、区内に設置する指定障害
者福祉サービス事業所等の運営に関する費用の一部を助成することで、サービス利用者の福祉の向上が
図られました。

　（補助金の対象経費）補助金の交付対象となる経費は次に掲げるものとします。
（１）前条に規定する事業所の運営経費
（２）前条に規定する事業所（区外に存し、かつ５年以上継続して法第５条に規定する障害者福
祉サービスを実施している事業所を含む。）の定員の増加及び事業若しくは作業内容の拡充に伴
う区内移転又は増設に関する費用

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

地域における自立生活を支える仕組みづくり施 策 名

事業概要

事 業 の 目 的



継続

評価※

4

4

4

拡充 継続 改善 廃止 統合

② 効 果 性

③ 効 率 性

　第三者評価受審の促進、障害者等雇用の実施等、補助金が交付されることで、事業
所が安心して取組むため、事業継続必要です。

　対象経費が補助金として、事業所に交付されることから、事業者は安定した運営
で、サービス利用者の福祉の向上に努めることができます。

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　対象経費が補助金として、交付されることは、事業所が安定して事業に取組むこと
ができ、効率性が高いです。また、実績報告により、清算が行われることから、区と
しても事業内容の把握がしやすいです。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ）

　第三者評価受審にかかる経費が障害者施策推進区市町村包括補助事業の対象であり、サービ
ス利用者が安定した質の高いサービスを利用できるためには事業の継続が必要です。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

　第三者評価受審結果による改善が図られることは、区民からの要望であるサービス利
用者の福祉の向上に役立っています。

　通所事業所が基本補助＋補助内容（第三者評価受審、障害者等雇用加算、メニュー選
択式加算）にあった事業内容を実施することにより、サービス利用者の福祉の向上に役
立っています。事業所が安定的な運営を続けながら、常にサービス利用者の福祉の向上
が目指せるよう、適切に補助内容の説明をし、補助金の利用を促進していくことが必要
です。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

項   目

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

事 業 の 課 題

　第三者評価受審の促進を促すことにより、サービス利用者の福祉の向上に寄与してい
ます。現在のところコスト削減の余地はありません。

　事業所が安定的な運営を続けるために、加算補助（第三者評価受審、障害者等雇用加
算、メニュー選択式加算）をより利用するよう、補助内容の説明、周知をしていきま
す。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　対象経費が補助金の対象（障害者施策推進区市町村包括補助事業）であるため、区が
実施することが妥当です。

事務事業を取り巻く状況等

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　障害者施策推進区市町村包括補助事業の一般事業として23区で実施しています。

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )
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開始年度 平成 18 年度

６

(24)

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 47 47 100.0% 平成２７年度 平成２７年度

平成２８年度 47 46 97.9% 平成２８年度 平成２８年度

平成２９年度 46 ー － 平成２９年度 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

39,230 39,230 0 0 0 0 0 0 39,230 39,230 100%

36,610 36,610 0 0 0 0 0 0 36,610 35,718 98%

37,305 37,305 0 0 0 0 － － － － －

指標３

予算状況

平成２７年度

決算状況

平成２８年度

事業費の状況(単位：千円)

　社会福祉法人長岡福祉協会　新橋はつらつ太陽

(指標の説明等)

事 業 の 対 象

事 業 の 概 要

　車両の購入・維持、車両の運転委託及び燃料等に要する経費を助成します。
【補助率】
　10／10
【補助限度額】
　予算の範囲内
【補助対象経費】
　新橋はつらつ太陽の利用者の送迎に係る車両の購入・維持、車両の運転委託及び燃料等に要す
る経費
【事務手続】
　新橋はつらつ太陽からの申請に基づき、補助金の交付決定及び支出等を行います。

通所利用者数

　障害者が、一人で安心して通所することができます。１日の定員が40人となるよう、通所者のスケ
ジュールを組んで、事業を実施しているため、送迎の運行にも無駄がなく、有効な活用をしています。
　平成28年度　マイクロバス1台、ハイエース３台での運行をしました。

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

政 策 名

指標１ 指標２

新橋はつらつ太陽運営補助

保健福祉支援部障害者福祉課長

保健福祉支援部障害者福祉課障害者福祉係

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心生活を支援する

施 策 名

事業概要

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

地域における自立生活を支える仕組みづくり

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

事 業 の 目 的

平成２９年度

　障害者支援施設「新橋はつらつ太陽」の通所利用者の送迎に係る経費を補助することにより、
事業者の安定的な運営及び通所利用者の安全性・利便性を図ります。

　新橋はつらつ太陽の利用者送迎費用補助金交付要綱



継続

評価※

4

4

4

拡充 継続 改善 廃止 統合

② 効 果 性

③ 効 率 性

　国や都からの補助制度はなく、事業者が送迎経費を支出することは事業者にとって
過大な負担となるので区が実施する方法が妥当です。

　定員を超える利用者がいますが、登録者の通所日を把握することで、無駄のない運
営ができています。

　新橋はつらつ太陽の通所利用者は定員の40名に達しており、利用者の通所日を把握す
ることにより、登録人数を定員以上にしています。今後も、引続き需要が見込まれま
す。

　車両の購入経費も補助対象です。車両が平成18年、19年の２か年の間に購入されてい
ることから、買い替えの時期が近付いていると考えらます。計画的な購入ができるよう
事業者との協議が必要です。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

項   目

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　執行実績は安定しており、実施手段は妥当かつ効率的です。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ）

　新橋はつらつ太陽の通所利用は定員の40名に達しており、引続き、事業の実施が必要です。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

評価の理由・コメント

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　民間の事業所を利用しても、区立施設を利用するのと遜色がないよう、利用者負担な
く通所できるようにと開始した事業です。他区での類似事業はないと思われます。

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　一日の定員40人が満たされるよう、利用者の把握に努めています。障害をもつ利用者
にとっては送迎は、欠くことのできないサービスです。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　国や都からの補助制度はなく、事業者が送迎経費を支出することは事業者にとって過
大な負担となるので区が実施する方法が妥当です。

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　一日の定員40人が満たされるよう、利用者の把握に努めています。障害をもつ利用者
にとっては送迎は、欠くことのできないサービスです。

事務事業を取り巻く状況等
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開始年度 平成 19 年度

６

(24)

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 445 423 95.1% 平成２７年度 17,107 13,265 77.5% 平成２７年度

平成２８年度 451 372 82.5% 平成２８年度 13,452 13,362 99.3% 平成２８年度

平成２９年度 450 ー － 平成２９年度 13,500 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

10,493 10,493 0 0 0 0 0 0 10,493 8,557 82%

10,007 10,007 0 0 0 0 0 0 10,007 8,752 87%

9,185 9,185 0 0 0 0 － － － － －

事 業 の 目 的

②給食費補助対象食数

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

地域における自立生活を支える仕組みづくり施 策 名

事業概要

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

①【補助基準額】
　生活介護事業所：宿泊：区民（年１回）１人につき30,000円、外出：区民（年２回）１人につ
き5,000円
　就労支援事業所：参加した区民（年１回）１人につき22,000円、外出：区民（年２回）１人に
つき5,000円
　【補助対象経費】
　宿泊事業及び一日外出事業に区民が参加したときに係る経費
　【事務手続】
　各施設からの申請に基づき、補助金の交付決定及び支出等を行います。
②【補助基準額】障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障
害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18
年厚生労働省告示第523号）に定める食費提供加算の有無　加算（有）の場合：１食当たり 350
円、加算（無）の場合： 800円
　【補助対象経費】
　給食に係る人件費、調理器具の購入費、光熱水費、事務費等経費
　【事務手続】
　各施設からの申請に基づき、補助金の交付決定及び支出等を行います。

①港区障害者施設宿泊事業等補助金交付要綱
②新橋はつらつ太陽及び西麻布作業所の給食費に係る補助金交付要綱

①宿泊等補助対象者数（延べ人数）

①対象施設において、社会参加や余暇活動の促進が図られています。
②対象施設において、安全で良質な給食の提供がなされています。

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

政 策 名

障害者施設等運営支援

保健福祉支援部障害者福祉課長

保健福祉支援部障害者福祉課障害者福祉係

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心生活を支援する

平成２９年度

①障害者施設宿泊事業等補助金
　区内の障害者施設を運営する事業者に対し、施設が実施する宿泊事業等に参加した区民に係る
経費を補助し、社会参加や余暇活動の促進を図ることにより、障害者福祉の増進を図ります。
②新橋はつらつ太陽及び西麻布作業所の給食費に係る補助金
　区内の通所施設で調理した給食を提供する事業者に対し、設備の維持費等の給食の提供に係る
経費を補助し、安全で良質な給食を提供することにより、障害者福祉の増進を図ります。

事業費の状況(単位：千円)

①新橋はつらつ太陽、風の子会、西麻布作業所、みなと工房、工房ラピール、みなと障がい者福
祉事業団
②新橋はつらつ太陽、西麻布作業所

(指標の説明等)

事 業 の 対 象

事 業 の 概 要

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

平成２８年度

指標１ 指標２ 指標３

予算状況

平成２７年度

決算状況



継続

評価※

5

4

4

拡充 継続 改善 廃止 統合

　第１ブロックの千代田、中央、新宿区に確認したところ、類似事業は行っていませ
ん。

　宿泊事業の基準において曖昧な部分があるため、基準の明確化の必要性について調査
します。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　①宿泊事業について区立施設では利用者負担なく実施されているところからも、区が
経費を補助することは必要です。
　②給食施設のある事業所に対し、助成することで、利用者の負担を減らしたうえで健
康の維持増進に寄与する安全で良質な食事の提供が可能となっています。

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

　①対象施設は、毎年事業を実施しており、今後も需要は見込まれます。
　②対象施設は、今後も給食の提供を行うため、需要は見込まれます。

　①について、社会情勢や法改正に伴う制度変更等を踏まえながら給付額及び給付内容
を見直し、事業をより適切なものとしていくことが課題です。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

事務事業を取り巻く状況等

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　区立施設利用者との公平性の観点から、コストの削減は難しいと見込まれます。

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

項   目

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

③ 効 率 性

　①及び②とも、国や都の補助制度はないため、区が実施する方法が妥当です。

　達成率が85％以上で、①については、施設利用者の社会参加や余暇活動の促進に寄
与し、②については、施設利用者の経済的な負担をしてもらうことなく、安全で良質
な給食が提供されており、施設を利用する障害者に対しての福祉向上の効果は十分表
れています。

② 効 果 性

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　①及び②とも、実施手段は妥当かつ効率的であり、執行実績は安定しています。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ）

　①本事業により、区立施設と民間事業所の宿泊事業のいずれに参加する場合でも、利用者の
負担額が同程度になっており、広く社会参加の機会や充実した余暇活動の提供に寄与していま
す。本事業は継続が必要です。
　②給食施設のある事業所に対し、助成することで、利用者の負担を減らしたうえで健康の維
持増進に寄与する安全で良質な食事の提供が可能となっており、本事業は継続する必要があり
ます。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。
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開始年度 昭和 56 年度

６

(24)

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 7,587 7587 100.0% 平成２７年度 3,060 1,787 58.4% 平成２７年度 8 8 100.0%

平成２８年度 7,587 7587 100.0% 平成２８年度 2,391 1,872 78.3% 平成２８年度 9 7 77.8%

平成２９年度 7,587 ー － 平成２９年度 2,422 － － 平成２９年度 9 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

10,647 10,647 0 0 0 0 0 0 10,647 9,374 88%

9,979 9,979 0 0 0 0 0 0 9,979 9,459 95%

9,936 9,936 0 0 0 0 － － － － －

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

事 業 の 目 的

平成２９年度

①通所訓練事業を行う社会福祉法人等に対し、その運営費の一部を助成することにより、心身障
害者（児）の自立更生の促進を図ります。
②障害者総合支援法第５条に規定する生活介護、就労移行支援又は就労継続事業者に対し、利用
者等の健康管理を図ること目的として実施する健康診査経費を助成します。

助成施設数(健康診査費)

　港区地域デイサービス事業実施要綱
　港区障害者（児）通所訓練事業運営費補助金交付要綱

指標１ 指標２

障害者（児）通所事業等助成

保健福祉支援部障害者福祉課長

保健福祉支援部障害者福祉課障害者福祉係

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心生活を支援する

施 策 名

事業概要

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

地域における自立生活を支える仕組みづくり

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

政 策 名

事業費の状況(単位：千円)

①ＮＰＯ法人テクノシップ
②みなと障がい者事業団、西麻布作業所、みなと工房、工房ラピール、風の子会、新橋はつらつ
太陽、アイエスエフネットベネフィット青山事業所

(指標の説明等)

事 業 の 対 象

事 業 の 概 要

①【補助基準額】
　基準Ⅰ（年　間延べ利用人員が1,050人以上）　7,587,000円
　基準Ⅱ（年間延べ利用人員が750人以上）　5,433,000円
　基準Ⅲ（年間延べ利用人員が450人以上）　3,222,000円
【事務手続】
　各施設からの申請に基づき、補助金の交付決定及び支出等を行います。
②【補助基準額】
　区内在住利用者、常勤職員とも１人に付き10,000円を上限として助成します。
【事務手続】
　各施設からの申請に基づき、補助金の交付決定及び支出等を行います。

助成金額（千円）

①年間延べ1,400人以上の障害者（児）が利用しています。
②対象施設において、事業実施に伴う利用者負担が軽減されています。

指標３

予算状況

平成２７年度

決算状況

助成実績（健康診査費）

平成２８年度



継続

評価※

4

4

4

拡充 継続 改善 廃止 統合

事務事業を取り巻く状況等

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　①②区や都における他の補助等の対象となっている場合は、それらを優先して適用し
てもらっています。

評価の理由・コメント

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　①②第一ブロックの千代田、中央、新宿区に確認しましたが、類似事業は行っていま
せん。

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　②健康診査費について、補助制度を利用する事業所が当初予定よりも少ないので、事
業の周知を進めていきます。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　①②国補助制度はなく、区が実施する方法が妥当です。

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　①②実施手段は妥当かつ効率的です。執行実績は安定しています。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ）

　①法内の事業所（就労施設・放課後デイサービス等）になじめない障害者（児）、法内事業
所の対象とならない障害者（児）の居場所・定期的な通所を目指す場として、柔軟に運営する
ことで法内施設のサービスの隙間を埋めている事業です。学校でのトラブルの相談、学習のつ
まずき、社会生活上必要な事柄等への支援の場でもあります。その後の円滑な社会生活への影
響、長期間のひきこもりの予防という点で、費用対効果も大きいと考えられます。また、ひき
こもりや移動に支障がある利用者等にとって、通いやすい区内に通所先があることも重要で
す。区内居住の通所者数も増加の傾向がみられており、今後も事業継続が必要です。
　②健康診査が義務付けられていないサービスの事業者に通所する障害者や、健診を受けるた
めの移動や手続等に支援が必要な障害者が、事業者の支援のもと、経済的な負担をすることな
く、健康診査を定期的に受診することができています。今後も、利用者等の健康管理を安定的
に図るために、事業継続が必要です。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

② 効 果 性

③ 効 率 性

　①②国補助制度はなく、区が実施する方法が妥当です。

　①については、達成率が100％、②については、達成率が70％近くになっていて、
利用者への効果はでています。

　①対象施設は、毎年事業を実施しており、今後も需要は見込まれます。
　②対象施設は、今後も健康診査を行うため、需要は見込まれます。

　①今後も、サービス一覧への掲載、窓口でのパンフレット配布等で、区民への周知を
図っていきます。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

項   目

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）
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開始年度 昭和 56 年度

６

(24)

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 8 8 100.0% 平成２７年度 444 444 100.0% 平成２７年度

平成２８年度 8 8 100.0% 平成２８年度 412 412 100.0% 平成２８年度

平成２９年度 9 ー － 平成２９年度 437 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

5,476 5,476 0 0 0 0 -26 0 5,450 5,170 95%

5,186 5,186 0 0 0 0 0 0 5,186 5,088 98%

6,191 6,191 0 0 0 0 － － － － －

事 業 の 目 的

受給団体会員数

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

地域における自立生活を支える仕組みづくり施 策 名

事業概要

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

　団体の運営、歩行訓練に係る以下の経費について助成します。
・団体の運営事務
・訓練、研修、講習会
・教養の向上
・レクレーション
・地域社会との交流
・歩行訓練事業
・その他適当と認められる経費

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

政 策 名

障害者団体助成・支援

保健福祉支援部障害者福祉課長

保健福祉支援部障害者福祉課障害者福祉係

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心生活を支援する

平成２９年度

　区内の障害者団体に対して、活動費の一部を助成し、自主活動の充実を図ります。

事業費の状況(単位：千円)

　心身障害者とその保護者を構成員とする会員の福祉向上のために活動する団体で、港区心身障
害児・者団体連合会に加入している団体

(指標の説明等)

事 業 の 対 象

事 業 の 概 要

　港区心身障害者団体助成要綱

受給団体数

　各団体とも充実した自主活動を行っており、障害者の福祉増進に積極的に取り組んでいます。
　平成29年度１団体増える予定です。（高次脳機能障害の団体）

平成２８年度

指標１ 指標２ 指標３

予算状況

平成２７年度

決算状況



継続

評価※

4

4

4

拡充 継続 改善 廃止 統合

事務事業を取り巻く状況等

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　同様の事業を他の自治体でも実施しています。

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　歩行訓練は、従来、区が実施していましたが、会員数の増加とともに、現在では団体
自ら行っており、代替的に行うことは困難といえます。国や都の補助制度はなく、地域
で活動する団体への助成を区が実施することは妥当です。

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

② 効 果 性

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　助成金のうち、団体の運営に係る経費については、会員数により算定していますが、
歩行訓練費については、算定基準の見直しが必要です。

　団体の創設等により本事業への申請の可能性が考えられます。

　新規に加入する団体や加入を希望する団体がある一方で、既存の助成団体及び助成団
体会員数については、ともに減少傾向にあります。障害者団体の活動を活性化させるた
めに、港区心身障害児・者団体連合会と連携して助成団体や助成団体会員数を増加させ
ることが課題です。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

項   目

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

③ 効 率 性

　歩行訓練は、従来、区が実施していましたが、会員数の増加とともに、現在では団
体自ら行っており、代替的に行うことは困難といえます。国や都の補助制度はなく、
地域で活動する団体への助成を区が実施することは妥当です。

　各団体の実績報告から、本事業が事業活動に大きく寄与していると考えます。

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　歩行訓練費は、事業開始時の算定基準を適用しており、現状を踏まえた基準の見直
しが必要です。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ） 　障害者団体の活動を支援することにより、障害者相互の情報交換や交流の場が確保されると

ともに、障害者の権利擁護を推進する主体として充実した活動が展開されており、本事業を継
続する必要があります。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。
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開始年度 平成 4 年度

６

(24)

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 1 0 0.0% 平成２７年度 平成２７年度

平成２８年度 1 0 0.0% 平成２８年度 平成２８年度

平成２９年度 1 ー － 平成２９年度 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

55 55 0 0 0 0 0 0 55 0 0%

55 55 0 0 0 0 0 0 55 0 0%

55 55 0 0 0 0 － － － － －

事 業 の 目 的

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

地域における自立生活を支える仕組みづくり施 策 名

事業概要

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

　公益社団法人東京都宅地建物取引業協会港支部の協力を得て、民間賃貸住宅のあっせんをしま
す。

　①礼金相当分（家賃月額の２倍以内）
　②仲介手数料相当分（家賃月額以内）
　あっせん相談の受付は各総合支所区民課で実施し、あっせん、決定、助成等は障害者福祉課で
実施しています。

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

政 策 名

障害者世帯民間住宅あっせん

保健福祉支援部障害者福祉課長

保健福祉支援部障害者福祉課障害者福祉係

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心生活を支援する

平成２９年度

　住宅に困窮する障害者世帯に、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会港支部等の協力を得
て、民間賃貸住宅をあっせんをすることにより、障害者等の良好な居住環境の確保を図ります。

事業費の状況(単位：千円)

　区内に住所を有する身体障害者手帳４級又は愛の手帳３度以上の人を含む世帯で、次の要件を
備えている世帯　①独立して日常生活を営むことができること。②立退きを求められているこ
と。又は保安上危険若しくは保健衛生上劣悪な住宅に居住していること。

(指標の説明等)

事 業 の 対 象

事 業 の 概 要

　港区高齢者等民間賃貸住宅あっせん事業実施要綱

あっせん件数

　あっせん件数、成立件数ともに近年の実績はありませんが、障害者の居住安定のセイフティーネット
としての機能を有する制度です。

平成２８年度

指標１ 指標２ 指標３

予算状況

平成２７年度

決算状況



継続

評価※

4

4

4

拡充 継続 改善 廃止 統合

事務事業を取り巻く状況等

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　賃貸契約による一般住宅への入居に当たって支援が必要な障害者等について、入居支
援や居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整を行っているのは、23区中７
区です。

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　「港区区民向け住宅のあり方検討委員会」については現在検討中であるため、検討結
果が出る7月以降を目途に、その内容を踏まえて事業の検討を進めます。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　障害者の居住安定につながるので、区が実施することは妥当です。

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

② 効 果 性

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　あっせん成立時の助成金に限度額を設定するとともに、所得制限も設定しています。

　現在、精神障害者は対象になっていませんが、平成25年度に要望が出ています。

　平成22年度からの５年間のあっせん件数は、平成22年度に１件あったのみですが、耐
震化に伴う建替えなどによる需要の動向を見極める必要があります。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

項   目

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

③ 効 率 性

　社会情勢の変化に伴い、あっせん件数、成立件数ともに減少していますが、障害者
の居住安定のセーフティネットとして事業継続は必要です。

　障害者の居住安定につながるので、区が実施することは効果的です。

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　地域に近い総合支所での事業実施は妥当です。また、公益社団法人東京都宅地建物
取引業協会港支部は、区内の不動産業をまとめる唯一の公益団体であり、障害者への
住宅あっせんとして適当です。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ） 　あっせん件数及び成立件数ともに近年の実績はないものの、障害者の居住安定のセイフ

ティーネットとしての役割を担うことから、事業継続は必要です。今後も事業に対する需要の
状況や社会情勢を注視します。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。
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開始年度 平成 16 年度

６

(24)

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 1 0 0.0% 平成２７年度 1 2 200.0% 平成２７年度 30 35 116.7%

平成２８年度 1 0 0.0% 平成２８年度 2 0 0.0% 平成２８年度 30 36 120.0%

平成２９年度 1 － － 平成２９年度 1 － － 平成２９年度 30 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

2,106 1,430 0 676 0 0 717 0 2,823 2,620 93%

2,653 1,978 0 675 0 0 -63 0 2,653 1,871 71%

2,518 1,843 0 675 0 0 － － － － －

指標１ 指標２ 指標３

予算状況

平成２７年度

　「障害者のためのサービス一覧」やポータルサイトでは、区が実施する障害者サービスや情報を効果
的に取りまとめ、区民にわかりやすく、効率よく届けています。また、障害者と区長の懇談会は、区長
が障害者等の声を直接聴くことで、課題やニーズを把握し、区の施策に生かされています。

平成２８年度

平成２９年度

保健福祉支援部障害者福祉課障害者福祉係

事 業 の 目 的
　障害者サービスの普及啓発や障害者サービス提供事業者の振興、苦情解決等に努め、障害者
サービスの質の向上を図ります。

事業費の状況(単位：千円)

　区内在住の障害者、障害者の家族、障害者団体等

決算状況

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

基 本 政 策

政 策 名

障害者サービス向上事業

保健福祉支援部障害者福祉課長

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

事 業 の 対 象

(指標の説明等)

地域における自立生活を支える仕組みづくり施 策 名

事業概要

障害者サービス苦情解決
委員会申立て件数

第三者評価支援障害者
サービス提供事業者数

　港区障害者サービス苦情解決委員会設置要綱
　港区障害者サービス第三者評価支援事業実施要綱

事 業 の 概 要

●障害者サービス苦情解決委員会（障害者サービスの利用者から申し立てられた苦情・要望につ
いて専門的な立場で解決方法を考え、改善等について意見を出し、また民間事業者等に対する苦
情・要望の場合は、意見に基づき区から事業者に改善等を申し入れる機関）
●「障害者のためのサービス一覧」発行
●障害者と区長との懇談会（区が障害者等の様々な要望や意見を聴取して、それらを区政に反映
していくため障害者団体、民間障害者施設及び公募区民が一堂に会して区長と懇談する機会を設
定する。）
●ポータルサイトコンテンツメンテナンス
●障害者サービス提供事業者の第三者評価支援（障害者サービス提供事業者が第三者評価を受審
等を行うための費用を助成する。）

障害者と区長の
懇談会出席者数



継続

評価※

4

4

4

拡充 継続 改善 廃止 統合

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　事業の実施経費で大きな割合を占めるのは、「障害者のためのサービス一覧」に要
する印刷代とポータルサイトの更新費用です。無駄な経費の発生する余地は少なく、
全体的にコストパフォーマンスは高いと認められます。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ）

　区長懇談会で寄せられた意見・要望は区の障害者施策の推進に貢献いただいています。サー
ビス一覧やポータルサイトは区民への必要な情報提供となっており、必要な方は必要なサービ
スを届けるために有効な方法となっています。第三者評価への助成については、事業所の提供
するサービスの改善・向上のために今後も引き続き普及を図る必要があります。苦情解決委員
会についても、実績はありませんが、困難な事案が発生した際には、その解決のために必要な
制度です。これらの事業については今後も継続して実施する必要があります。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

項   目

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

③ 効 率 性

　「障害者のためのサービス一覧」やポータルサイトは、障害者が受けられる支援や
サービス等をまとめた区の障害者福祉に関する主要な情報源であり、区民にとって必
要性が高いものです。

　「障害者のためのサービス一覧」は、区で実施している各種の障害者サービスが網
羅されている点で、区民にとって利便性の高い冊子です。また、障害者と区長との懇
談会は、障害者の生の声を区長が直接聴くことができる事業です。他の事業も含め、
十分効果が認められます。

② 効 果 性

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　いずれも外部委託が困難な事業であり、予算の大半を「障害者のためのサービス一
覧」の印刷費及びＨＰコンテンツ更新費用が占められているため、コスト削減の余地は
少ないと考えられます。

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　障害者と区長の懇談会は、区長が障害者等の声を直接聴くことで、課題やニーズを把
握できる貴重な機会です。今後、様々な機会をとらえて周知啓発を行い、公募区民の参
加促進を図ります。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　いずれの事業も外部委託が困難であり、区が実施することが必要です。

　順調な事業がある一方、実績の振るわない事業も存在しますが、それらの事業も障害
者サービスの普及啓発、サービス提供事業者の振興、苦情解決の確立のために潜在的な
需要があると思われます。

　障害者と区長の懇談会には、障害者団体及び民間障害者施設は例年積極的に参加して
いますが、公募区民の参加促進が課題となっています。（26年２人、27年２人、28年
３人）

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

事務事業を取り巻く状況等

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　「障害者のためのサービス一覧」のような障害者サービスに関する情報提供のための
冊子は、各区で作成しています。また、第三者評価は、東京都の地域保健福祉推進区市
町村包括補助金の対象事業となっており、東京都も受審を促進しているため、多くの区
で同様に実施していると思われます。
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開始年度 平成 18 年度

６

(24)

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 3,737 1,518 40.6% 平成２７年度 1,894 1,239 65.4% 平成２７年度

平成２８年度 3,948 2,604 66.0% 平成２８年度 3,112 4,501 144.6% 平成２８年度

平成２９年度 3,963 － － 平成２９年度 5,088 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

5,731 4,371 907 453 0 0 0 0 5,731 1,540 27%

7,072 4,738 1,556 778 0 0 34 0 7,106 7,106 100%

9,051 5,235 2,544 1,272 0 0 － － － － －

指
　
標

事業の成果

障害者総合支援法自己負担金軽減事業

保健福祉支援部障害者福祉課長

政 策 名

保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係

成 果 の 概 要

指標３

　障害者サービスを受けるに当たって、利用者負担額が一定の基準額を超える当該利用者に対
し、経費負担の軽減を図るため、次の各事業を実施します。
①居宅介護等の利用者の負担月額が18,600円を超える場合は、その超過部分を助成します。
②障害者サービスの利用者が複数同居する世帯などにあって、サービス費の負担月額を合算した
額が一定の基準額を超える場合や、介護給付・訓練等給付のサービス利用者負担額、介護保険法
に基づくサービス利用者負担額、児童福祉法に基づくサービス利用者負担額の合計額が37,200円
を超える場合、その超過部分を助成します。
③同一月に介護給付・訓練等給付、自立支援医療等を受給し、利用者負担額の合計が37,200円を
超える場合は、その超過部分を助成します。

　港区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等に係る利用者負担額の軽
減に関する要綱（概要①・③）
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（概要②）

事業費の状況(単位：千円)

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

指標２

事 業 の 目 的
　障害者サービスに係る利用者負担額が高額となる障害者等に対し、利用者負担額を軽減し、経
済的負担を緩和します。

施 策 名

事 業 の 概 要

平成２７年度

事業概要

居宅介護の負担軽減（概要
①）による助成額（千円）

根 拠 法 令

　利用者負担額が一定の基準額を超える区内在住の障害者サービス利用者

高額障害福祉サービス費助成
額（概要②）（千円）

事 業 の 対 象

指標１

決算状況

平成２８年度

　障害者サービス等に係る利用者負担額が高額となる障害者等に対し、利用者負担額を軽減し、経済的
負担を緩和しています。

予算状況

平成２９年度

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

地域における自立生活を支える仕組みづくり

(指標の説明等)



継続

評価※

5

5

4

拡充 継続 改善 廃止 統合

　障害サービスの利用者数は増加傾向にあり、今後も本事業の該当者数は増加が見込ま
れることから、利用負担額にかかわらず障害福祉サービスが利用でするために、利用者
負担額が高額となる障害者等に対し、利用者負担額を軽減し、経済的負担を緩和の必要
性があります。

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　当事業を実施し、利用者負担額を軽減をすることによって、経済的負担が緩和され
ています。

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

　障害サービスの利用者数は増加傾向にあり、今後も本事業の該当者数は増加が見込ま
れます。高額障害福祉サービス費の支給は、法令に基づく事務であり、他の自治体にお
いても実施しています。

　法に基づいた制度と区独自に要綱を制定して行っているものであるが、極めて収入の
少ない障害者においては負担軽減を行うことにより地域での自立した生活を支援するた
めの施策であり、障害者世帯にとっては必須の施策であるため、コスト削減の余地は低
いと考えられます。

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　高額障害福祉サービス費は平成27年12月利用分まで、居宅介護への軽減については平
成26年12月分までお知らせができています。該当者へ申請のお知らせを遅延することな
く実施するために、遅れている分については早めに処理をし、その後は定期的に事務処
理をしていくことが当面の課題です。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　法令・要綱の制度に基づき、障害者の自立生活の支援のために利用者の経費負担の軽減を図
ることにより地域において豊かな生活を送ることに事に貢献していることを踏まえ、本事業は
継続して実施していく必要があります。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

② 効 果 性

③ 効 率 性

項   目

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ）

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

事 業 の 課 題

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　法令に基づく高額障害福祉サービス、区独自の軽減措置に係るサービス事務は、一
括して集中的に行っており、手法の効率性は、適当と考えられます。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

① 必 要 性
　本事業の給付を通じ、高額の利用者負担額を支払うこととなる利用者の経費負担の
軽減が図られ、経費負担の適正化と利用促進の効果が期待でき、事業継続の必要性は
高いと考えられます。

　障害福祉サービスの利用者数は増加傾向にあり、今後も本事業の該当者数は増加が見
込まれます。

　国の制度である高額障害福祉サービス費や区独自の食費軽減・居宅介護の負担軽減、
統合上限の設定など、平成18年に施行された障害者自立支援法が応益負担になった時か
らの軽減制度であるが、その後、数回に渡って、国は負担軽減策を打ち出し、多くの障
害者の自己負担額は軽減されてきています。

事務事業を取り巻く状況等

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見
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開始年度 平成 18 年度

６

(24)

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 191,542 201,192 105.0% 平成２７年度 260 386 148.5% 平成２７年度 78 86 110.3%

平成２８年度 207,917 208,614 100.3% 平成２８年度 260 408 156.9% 平成２８年度 86 97 112.8%

平成２９年度 212,410 － － 平成２９年度 260 － － 平成２９年度 97 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

191,542 47,887 95,770 47,885 0 0 9,650 0 201,192 201,192 100%

207,917 51,980 103,958 51,979 0 0 697 0 208,614 208,614 100%

212,410 47,793 106,205 58,412 0 0 － － － － －

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

地域における自立生活を支える仕組みづくり

指標２ 指標３

予算状況

平成２７年度

決算状況

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
　港区移動支援事業実施要綱

移動支援執行額

　障害者の自立生活と社会参加を促進する効果が見られます。

指標１

事業費の状況(単位：千円)

平成２８年度

　２年連続の補正対応となっており、移動支援の利用マニュアルを作成し、一定の利用基準を申し合わ
せる必要があります。

平成２９年度

　①下肢機能障害者②高次機能障害者③内部障害者④知的障害者⑤精神障害者⑥障害児（就学児
以上）⑦視覚障害者⑧難病患者等

(指標の説明等)

事 業 の 概 要
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業の一
つとして、区と協定を締結した居宅介護事業者がヘルパーを派遣し、障害者等の外出の介助を行
います。

移動支援協定締結事業者数移動支援利用者数

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

政 策 名

移動支援事業

保健福祉支援部障害者福祉課長

保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する

施 策 名

事業概要

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

事 業 の 対 象

事 業 の 目 的
　屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における
自立生活及び社会参加を促進します。



継続

評価※

5

5

5

拡充 継続 改善 廃止 統合

② 効 果 性

③ 効 率 性

　障害者・児への移動支援については、社会との関わりの面から必要なものです。

　この事業の充実によって障害者の社会参加が促進されています。

項   目

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　区内外の移動支援事業者と協定を結び、サービスの提供を行っています。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ）

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

　事業対象者や支給時間の制限等の検討をしながら、障害者の社会参加促進のために事業継続
は必要です。

評価の理由・コメント

　障害者や障害児の実態に応じて勘案し支給量を決定していますが、介護保険適用者や
就学前の障害児に対する支給決定については、介護保険のサービス優先や就学前の親の
養育状況を見極め支給決定していく必要があります。

　特に教育機関等への移動について受け入れる機関が障害者の移動についての理解を踏
まえる必要があり、合理的配慮の視点を求めていきます。
高齢者や乳幼児の対応について一定の基準を設定します。

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　現在も必要な方にサービスの提供を行っていますが、今後も案内を徹底し、効率的・
効果的な利用になるように働きかけていきます。

　利用者数・利用時間数とも年々増加傾向にあり、障害者の社会参加及び充実した日常
生活を支援するために必須の事業として、今後も需要は増加することが見込まれます。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

区と協定を結んだ事業所がサービスを提供して実施する事業となっていると同時に、区
が実施することで国や都から補助を受けることができます。

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

事務事業を取り巻く状況等

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　障害者総合支援法の地域生活支援事業に位置付けられた事業であり、各自治体が取り
組んでいる事業です。
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開始年度 平成 18 年度

６

（24）

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 3,031 2,686 88.6% 平成２７年度 2,158 2,370 109.8% 平成２７年度

平成２８年度 2,578 3,409 132.2% 平成２８年度 2,500 3,060 122.4% 平成２８年度

平成２９年度 2,954 － － 平成２９年度 2,520 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

33,595 8,400 16,797 8,398 0 0 0 0 33,595 33,595 100%

35,970 8,993 17,985 8,992 0 0 2,347 0 38,317 38,228 100%

36,659 9,166 18,329 9,164 0 0 － － － － －

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

平成２９年度

(指標の説明等)

保健福祉支援部障害者福祉課長

地域における自立生活を支援する仕組みづくり施 策 名

事業概要

事 業 の 対 象

事 業 の 概 要

　上記の対象者から特殊寝台、訓練いす、屋内信号装置、電気式たん吸引器、フラッシュベル、
ストマ装具、人工鼻などの申請に基づき内容を審査のうえ、給付決定し日常生活用具支給券を交
付します。それにより、業者が用具を納入します。費用負担について、原則給付内容の1割の自
己負担があります。ただし、所得によって月の自己負担上限があります。生活保護・低所得者は
無料です。

ストマ（給付件数）

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

生涯を通じた心豊かで健康な都心生活を支援する

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

基 本 政 策

政 策 名

障害者（児）日常生活用具給付事業

保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係

事 業 の 目 的
　在宅障害者（児）に対して、日常生活用具を給付し、日常生活、就労等の社会生活の利便と向
上を図ります。

事業費の状況(単位：千円)

　区内居住する身体障害、知的障害または精神障害者で、原則として障害種別における障害程度
が重度の人
　ただし、給付種目によっては障害程度に達していなくても必要と認められる人
　総合支援法の対象となる難病等患者で給付が必要と認められる人

決算状況

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため法律、港区障害者日常生活用具給付等
実施要綱及び実施要領

給付件数

　日常生活用具の対象品目については、毎年の見直しを行っており、障害者の生活実情にあった日常生
活の支援を可能にしています。

平成２８年度

　技術革新の進化は著しく、基準単価が増加する傾向にあります。

指標１ 指標２ 指標３

予算状況

平成２７年度



継続

評価※

5

5

5

拡充 継続 改善 廃止 統合

事務事業を取り巻く状況等

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　障害者総合支援法の地域生活支援事業の必須事業に位置付けられています。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

　障害者の安定した日常生活や社会参加のために必要不可欠な事業です。

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　障害者総合支援法の地域生活支援事業の必須事業に位置付けられ障害者の社会参加の
促進のために必要不可欠な事業です。

　対象品目の見直しは毎年行っていますが、障害者の社会参加の促進のためにより効果
的な品目設定が必要です。日進月歩の技術革新の状況下、適した品目の選定が望まれま
す。

　申請件数に比例せず、予算額を満額支出もしくは流用対応する事業となっています。
障害者の日常生活に欠かせない物を給付していることから、需要が継続して見込まれま
す。予算も需要に見合う額を予測し算出した対応をとるとともに、内容の見直しを行
い、予算のスリム化を視野に入れた対応を行います。

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　事業の充実を図りながら、給付対象品目の選定や適正価格を見直しています。

③ 効 率 性

　日常生活用具を給付することにより障害者の日常生活上の障壁を解消し、自立した
生活の実現につながる効果が見られます。

　日常生活用具を利用することで、自立の実現と経済的負担の軽減を図ることができるため、
継続する必要の高い事業です。
　さらに、障害者総合支援法に基づき実施している地域生活支援事業の必須事業であり、引き
続き事業を継続する必要がある事業です。

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

　障害者の社会参加の促進が図られています。

項   目

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　日常生活用具は、障害の特性に応じた物を給付することで、第三者の介入を受ける
ことなく自立生活を送ることができます。その結果、今まで人的支援を受けていた箇
所の費用と時間の観点からも効率的な日常生活支援を受けることにつながります。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ）

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

① 必 要 性

② 効 果 性



№ 223 平成２９年度　港区事務事業評価シート

開始年度 昭和 60 年度

６

（24）

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 5 3 60.0% 平成２７年度 1 2 200.0% 平成２７年度 1 0 0.0%

平成２８年度 7 5 71.4% 平成２８年度 1 4 400.0% 平成２８年度 1 1 100.0%

平成２９年度 7 － － 平成２９年度 1 － － 平成２９年度 1 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

3,605 902 1,802 901 0 0 0 0 3,605 970 27%

4,471 1,117 2,236 1,118 0 0 0 0 4,471 3,324 74%

2,973 744 1,486 743 0 0 － － － － －

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

指標１ 指標２ 指標３

予算状況

平成２７年度

決算状況

小規模住宅改修（件数）

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
　港区重度障害者（児）等住宅設備改善費給付事業実施要綱
　港区重度障害者（児）等住宅設備改善費給付事業実施要領

給付件数

　住宅設備改善給付費は申請に基づく支出をするため、過去の支出傾向を勘案した見込みの予算額を要
求しています。しかし、身体障害の程度で住宅設備改善を必要とする区民がいつ申請してくるのかの見
込みがたてられないことから、実際の達成率に結びつけることが困難です。同給付費の中には１件で百
万円を超えるものがあることから、少ない実績であっても、要求予算額に足りた支出ができるもので
す。

事業費の状況(単位：千円)

平成２８年度

　階段昇降機、エレベーター、室内移動設備等の場合は基準額が133万円となり１件の支給額が
大きくなります。

平成２９年度

　区内に在住する身体障害で、原則として障害程度が重度の人。ただし、給付種目によっては、
障害程度に達していなくても必要と認められる人。
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の対象となる難病等で、給付が
必要と認められる人。

(指標の説明等)

事 業 の 対 象

事 業 の 概 要

　小規模住宅改修・中規模住宅改修・ハンズフリー住宅改修・屋外移動設備・階段昇降機・ホー
ムエレベーター・難病小規模住宅改修・電動式ドア開閉装置

　申請に基づき、内容を審査の上、給付決定し、住宅設備改善給付券を交付します。それによ
り、指定業者から納入又は施工を受けます。
　原則、給付内容の１割の自己負担があります。ただし、所得によって月の負担上限がありま
す。生活保護・低所得の人は無料です。

中規模住宅改修(件数）

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

政 策 名

重度心身障害者（児）住宅設備改善費助成

保健福祉支援部障害者福祉課長

保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係

生涯を通じた心豊かで健康な都心生活を支援する

地域における自立生活を支援する仕組みづくり施 策 名

事業概要

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

事 業 の 目 的
　在宅の重度身体障害者（児）に対し、その者の居住する住宅設備の改善に要する費用（住宅設
備改善費）を給付し、もって重度身体障害者（児）等の福祉の増進を図ります。



継続

評価※

5

5

5

拡充 継続 改善 廃止 統合

② 効 果 性

③ 効 率 性

　障害者の自立生活の促進が図られています。

　住宅設備改善費を給付することにより障害者の日常生活を豊かにしています。

　障害者の安定した自立生活の促進のために必要不可欠な事業です。

　住み慣れた自宅・地域社会で安心して自立生活を続けるために、対象者と施工業者の
みならず、家族やホームヘルパー等の介護者、理学療法士等の医療関係者と連携し、必
要な住宅設備の改善を見極めていく体制を整備しました。今後、区は工事前・工事後の
２回の実地調査を中心に、連携体制づくりに努めます。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

項   目

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　障害特性に応じて住宅設備改善費を給付することにより、豊かな生活を送ることに
寄与しています。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ） 　身体特性に応じた重度身体障害者（児）の住宅の設備改善をすることで、地域での生活が可

能となります。地域生活支援事業の必須事業であり、引き続き事業を継続する必要がある事業
です。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　事業の充実を図りながら、住宅設備改善種目の内容や適正価格を見直しています。

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　１件当たりの申請額が高額になり、申請されない場合もあることから、予算要求から
適切な要求を行います。重度身体障害者（児）が地域で安定した生活をすることができ
るよう給付決定をします。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）
の地域生活支援事業の必須事業に位置付けられています。区民からの需要は毎年あるこ
とから、継続が必要です。

事務事業を取り巻く状況等

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）
の地域生活支援事業の必須事業に位置付けられています。
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開始年度 平成 27 年度

６

（24）

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 3 3 100.0% 平成２７年度 6 6 100.0% 平成２７年度

平成２８年度 2 2 100.0% 平成２８年度 4 3 75.0% 平成２８年度

平成２９年度 2 － － 平成２９年度 2 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

795 472 0 323 0 0 0 0 795 647 81%

521 261 0 260 0 0 0 0 521 297 57%

261 131 0 130 0 0 － － － － －

施 策 名

事業概要

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

政 策 名

中等度難聴児発達支援事業

保健福祉支援部障害者福祉課長

生涯を通じた心豊かで健康な都心生活を支援する

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係

　次の要件を全て満たす者
①区内に住所を有する18歳未満の者であること
②身体障害者手帳（聴覚障害）の交付対象となる聴力ではないこと
③両耳の聴力レベルが概ね30ｄＢ以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が
期待できると医師が判断する者であること

(指標の説明等)

事 業 の 対 象

事 業 の 概 要

　補聴器の新規購入費及び耐用年数経過後の購入に係る費用の助成を、１台当たり137,000円を
上限に行います。
　申請に基づき内容を審査のうえ、給付決定します。
　交付対象児童が属する世帯員の最多区民税所得割課税者の納付額が46万円以上は対象外。原
則、1割の上限額以内の1割の自己負担があります。ただし、生活保護・非課税世帯は１割の自己
負担はありません。

事 業 の 目 的
　身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児が、補聴器の装用による言語の習得及び生
活能力、コミュニケーション能力等の向上を図るため、補聴器の購入費用の一部を助成する中等
度難聴児発達支援事業を実施し、難聴児の健全な発達を支援します。

地域における自立生活を支援する仕組みづくり

平成２８年度

　平成29年度予算については２台未満の予算となっており不足することが見込まれます。

平成２９年度

決算状況

給付台数

　港区中等度難聴児発達支援事業実施要綱

給付者数

　両耳装用又は片耳装用の状況により実積率が変動します。

事業費の状況(単位：千円)

指標１ 指標２ 指標３

予算状況

平成２７年度



継続

評価※

5

5

5

拡充 継続 改善 廃止 統合

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　総合支所が申請を受けるに当たり、事務処理マニュアルをよりわかりやすい内容へ見
直しをはかることで、区民への説明や周知に反映していきます。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　手帳を持たない中等度難聴児に対して補聴器の交付をすることに対して、需要があり
ます。

事務事業を取り巻く状況等

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　東京都事業として、区市町村での実施しています。

　事業の充実を図りながら、給付件数の適正量を見直しています。

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　補聴器を給付することで、18歳未満の言語習得や生活能力、コミュニケーションの
向上に寄与しています。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ） 　手帳取得に至らない、中等度難聴児に対して補聴器購入を補助することで、積極的に補聴器

を使用する機会につながっています。補聴器を使用することで聞こえを改善し言語習得・コ
ミュニケーション工場など生活能力を高めることにつながります。申請も毎年あり、需要があ
ることから継続事業とします。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

② 効 果 性

③ 効 率 性

　中等度難聴児の発達支援につながっています。

　補聴器を給付することで、言語習得やコミュニケーションを図る機会につながって
います。

　中等度難聴児の健全な発達支援として、継続して需要があります。

　発足して間もない事業であることから、安定した事務処理ができるように決定支所と
の連携を図りながら対応します。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

項   目

① 必 要 性
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開始年度 平成 25 年度

６

（24）

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 1 1 100.0% 平成２７年度 12 12 100.0% 平成２７年度

平成２８年度 2 2 100.0% 平成２８年度 12 13 108.3% 平成２８年度

平成２９年度 2 ー － 平成２９年度 12 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

795 199 397 199 0 0 0 0 795 900 113%

1,863 466 931 466 0 0 219 0 2,082 2,076 100%

1,842 0 921 460 461 0 － － － － －

事 業 の 目 的

参加事業所

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

地域における自立生活を支援する仕組みづくり施 策 名

事業概要

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

　区内美術館等での作品の展示
平成27年度
　●東京タワー　平成28年３月３日から14日まで
　　参加事業所　12事業所及び障害者週間ポスター展出展入賞者
平成28年度
　●みなとパーク芝浦　平成28年11月８日から平成28年12月８日まで
　　参加事業所　４事業所　障害者週間ポスター展同時開催
　●国立新美術館（六本木）　平成29年１月18日から30日まで
　　参加事業所　13事業所　アール・ブリュット展同時開催、障害者週間ポスター展応募者作品
展示

　障害者基本法第３条、第25条

開催回数

　平成27年度はみなとパーク芝浦と東京タワーで、平成28年度は、みなとパーク芝浦と国立新美術館で
開催しました。国立新美術館ではのべ7,000人以上の方にご鑑賞いただきました。多くの人の目に触れる
場所での展示により、障害に対する理解につながりました。

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

政 策 名

地域で共に生きる障害児・障害者アート展

保健福祉支援部障害者福祉課長

保健福祉支援部障害者福祉課障害者福祉係

生涯を通じた心豊かで健康な都心生活を支援する

平成２９年度

　美術館等に区の事業で描いた作品や区内の障害者施設で制作した作品を展示することで、障害
者の作品鑑賞の機会を通して、広く一般の人たちに障害者への理解を深めてもらいます。

事業費の状況(単位：千円)

　区民

(指標の説明等)

事 業 の 対 象

事 業 の 概 要

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

平成２８年度

　平成29年度「港区障害者福祉推進基金」充当事業です。

指標１ 指標２ 指標３

予算状況

平成２７年度

決算状況



継続

評価※

5

5

5

拡充 継続 改善 廃止 統合

　平成28年度は、23区中20区で類似事業を行っております。

　多くの人の目に触れる場所を選び、今後も継続して、実施していきます。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　障害者基本法を根拠にして事業であり、広く事業者より作品を募ることや無料の場の
提供を募ることからも、区が実施することが妥当です。

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

　多くの方に作品を鑑賞してもらうことで、製作者のモチベーションにも繋がっていま
す。

　毎年会場選定に苦慮しています。ミュージアムネットワーク会議を利用しつつ、障害
者施設側のニーズも考慮に入れ、美術館以外の効果的な場所の選定も考える必要があり
ます。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

事務事業を取り巻く状況等

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　開催場所は会場のご厚意等により、無料の場所を利用しています。安全に配慮し、設
営する必要があり、コストがかかるため費用の削減はできません。

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

項   目

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

③ 効 率 性

　障害者（児）のアートに触れることで、障害があっても、作品を作り出す楽しみ
が、出来上がった作品から感じられることから、理解が深まります。

　多くの人の目に触れる場所に展示することから、障害への理解につながります。ま
た、作品制作者の制作への意欲や喜びにもつながっています。

② 効 果 性

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　ミュージアムネットワーク会議を利用することで、社会資源を有効に活用していま
す。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ）

　障害に対する理解を深めるためにも、継続した実施が必要です。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。
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開始年度 平成 26 年度

６

（24）

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 8 0 0.0% 平成２７年度 平成２７年度

平成２８年度 12 0 0.0% 平成２８年度 平成２８年度

平成２９年度 16 － － 平成２９年度 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

170 170 0 0 0 0 0 0 170 0 0%

170 170 0 0 0 0 0 0 170 0 0%

170 170 0 0 0 0 － － － － －

成 果 の 概 要 　新橋はつらつ太陽に入所している自立度の高い人に、グループホームへの移行を働きかけています
が、実績はありません。

指標１
地域移行者

指標３

施 策 名 地域における自立生活を支援する仕組みづくり

事 業 の 対 象

　港区障害者地域移行支援事業実施要綱

　長期に施設入所している障害者の中で、区が地域移行を促す障害者については、本人及び保護
者の了解を前提に、半年の間、区立グループホームでの生活訓練を行います。
　訓練期間に評価を行い、地域移行が困難と思われる方については、施設に戻ることができるよ
うに当該施設の枠を確保しておくため、入所施設の事業運営者の損失利益を補填します。また、
転居に要した費用も助成します。

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策 生涯を通じた心豊かで健康な都心生活を支援する

政 策 名

障害者地域移行支援事業

保健福祉支援部障害者福祉課長

保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

事業費の状況(単位：千円)

　新橋はつらつ太陽を中心に自立できる障害者の方の地域での生活を支援します。

(指標の説明等)

事 業 の 概 要

事業概要

指標２

事 業 の 目 的
　地域における自立生活を支援するために、長期に施設入所している障害者のグループホーム等
への移行を促進します。

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

平成２８年度

　新橋はつらつ太陽に入所している自立度の高い人に、グループホームへの移行を働きかけています
が、実績はありません。

平成２９年度

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

予算状況

平成２７年度

決算状況



継続

評価※

5

4

4

拡充 継続 改善 廃止 統合

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事務事業を取り巻く状況等

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　国の方針に基づいて各自治体が目標設定して取り組んでいますが、特別区では区の助
成による事業展開は見受けられません。

　未だ実績はありませんが、今後も地域移行を促進していく必要があります。

　グループホームへ移行した後の再度の施設入所についての不安が払拭できないゆえ
に、ニーズが見込めない状況にあります。

　限られた施設の範囲で、より必要度の高い人が入所できる環境整備は必要です。

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　一旦グループホーム等への移行した場合、ＡＤＬが低下して再度施設入所が必要に
なった時、適した施設に入所できるかの不安を解消し、グループホームに移行する利点
を打ち出していく必要があります。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　限られた施設の範囲で、より必要度の高い人が入所できる環境整備は必要です。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

項   目

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

　入所施設からグループホームへ転居することのメリットについて、区民に対しする粘
り強い周知啓発を行う必要があります。

事 業 の 課 題

　実績がなく効果がみられません。

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　グループホームでの生活を知ってもらい、将来にわたって安心して自立の道を探る
ことに繋がることを実感してもらうために、グループホームで過ごす具体的な利点を
示していく必要があります。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ）

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

② 効 果 性

③ 効 率 性

　一旦、施設からグループホームに移行した後、ＡＤＬが低下して再度施設入所が必要になっ
た時、適した施設に入所できるかの不安があり、移行が進みません。
　今後も新橋はつらつ太陽に入所している人に対して、施設での様々な支援により、自立度の
あがった人に対してはグループホームでの生活支援の充実を図り、今後も働きかけを続けてい
きます。



Ｎｏ 227 平成２９年度　港区事務事業評価シート

開始年度 平成 27 年度

６

（24）

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 1 1 100.0% 平成２７年度 平成２７年度

平成２８年度 1 1 100.0% 平成２８年度 平成２８年度

平成２９年度 1 － － 平成２９年度 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

2,500 2,500 0 0 0 0 0 0 2,500 1,693 68%

1 1 0 0 0 0 1,303 0 1,304 1,304 100%

14,604 14,604 0 0 0 0 － － － － －

指標１ 指標２ 指標３

予算状況

平成２７年度

　平成27年度は西麻布作業所を運営する社会福祉法人家庭授産奨励会が生活介護を設置する際に助成を
行いました。平成28年からは、不測の事態により施設の立ち退きを迫られている等の特例な事情にある
特定非営利活動法人風の子会に対して、特例として、事業所の借り上げ等に要する家賃補助を行うこと
としました（区長決裁による決定）。

平成２８年度

平成２９年度

保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係

事 業 の 目 的

　障害者の日中活動の場を確保するため、事業者が所有する既存の建物において、生活介護事業
所の新規開設又は定員増加のための改築などを実施する社会福祉法人等に対して、新たに工事費
等を助成することにより、開設時から安定した質の高いサービスの提供を図り、障害福祉の増進
を図ります。

事業費の状況(単位：千円)

　既存の建物を所有し、生活介護事業所の新規開設又は定員増加のための改築などを実施する社
会福祉法人

決算状況

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

生涯を通じた心豊かで健康な都心生活を支援する

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

基 本 政 策

政 策 名

生活介護の設置・整備支援

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

事 業 の 対 象

(指標の説明等)

　平成28年からは、不測の事態により施設の立ち退きを迫られている等の特例な事情にある特定
非営利活動法人風の子会に対して、特例として、事業所の借り上げ等に要する家賃補助を行うこ
ととしました（区長決裁による決定）。

　港区生活介護事業所設置整備助成事業実施要綱・その他

事 業 の 概 要

　社会福祉法人等が生活介護事業所を運営するために、必要となる以下費用の総額について、基
準額を比較して少ない方の金額を基準として、その２分の１を助成します。
①開設準備期間中の事業所の借り上げ等に要する初期費用
②事業所開設に必要な工事費又は改修費用
③事業所開設に当たっての必要な初年度備品及び利用者送迎用車両調達費用

　なお、平成28年から、不測の事態により施設の立ち退きを迫られている等の特例な事情にある
特定非営利活動法人風の子会に対して、特例として、事業所の借り上げ等に要する家賃補助を行
うこととしました（区長決裁による決定）。

保健福祉支援部障害者福祉課長

地域における自立生活を支援する仕組みづくり施 策 名

事業概要

助成した事業者実績数



対象外

評価※

5

5

5

拡充 継続 改善 廃止 統合

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　事務事業を取り巻く状況等による政策的な必要性に応じて、庁内での意思決定を経
て実施しています。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ）

　事務事業を取り巻く状況等による政策的な必要性に応じて、庁内での意思決定を経て臨時的
に実施しています。なお、平成28年度から予算流用により開始した事業については、平成34年
度まで継続して実施する予定です。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

項   目

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

③ 効 率 性

　事務事業を取り巻く状況等による政策的な必要性に応じて、庁内での意思決定を経
て実施しています。

　事務事業を取り巻く状況等による政策的な必要性に応じて、庁内での意思決定を経
て実施しています。

② 効 果 性

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　経常事業ではないこともあり、事務事業を取り巻く状況等により、必要に応じて庁内
での意思決定を経た予算を計上しているため、コスト削減の工夫や余地はありません。

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　障害者の日中活動の場の提供ができなくなることは、障害者の社会参加促進を妨げる
こととなります、積極的に事業者の生活介護設置について働きかける必要があります。

　区内の生活介護事業者は定員を超えて受け入れている状況にあり、特別支援学校新卒
者を含めた新規利用希望者について、受入れが難しい状態にあります。この状況が抜本
的に解決される見込みがない場合、この制度に対する需要は今後もますます高まってい
くことが想定されます。

　区の障害者施策を解決するための臨時的な側面を持つ事業であり、事務事業自体には
課題はありません。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

事務事業を取り巻く状況等

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　他の自治体においても、生活介護の整備支援への取組みがあります。
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開始年度 昭和 48 年度

６

（24）

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 4,852 2,505 51.6% 平成２７年度 35,575 30,487 85.7% 平成２７年度 13,243 8,596 64.9%

平成２８年度 2,727 2,558 93.8% 平成２８年度 32,724 30,817 94.2% 平成２８年度 9,600 9,030 94.1%

平成２９年度 2,631 ー ー 平成２９年度 31,572 － － 平成２９年度 9,600 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

506,835 506,835 0 0 0 0 0 0 506,835 428,963 85%

461,373 461,373 0 0 0 0 -21,717 0 439,656 434,008 99%

441,598 441,598 0 0 0 0 － － － － －

事業概要

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

事 業 の 目 的
　心身に障害のある者について、心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することに
より、福祉の増進を図ることを目的とします。

事業費の状況(単位：千円)

難病による延支給件数

港区心身障害者福祉手当

保健福祉支援部 障害者福祉課障害者事業運営係

保健福祉支援部障害者福祉課長

施 策 名

生涯を通じた心豊かで健康な都心生活を支援する

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

地域における自立生活を支援する仕組みづくり

受給者数（人）

　障害者の福祉の一環として、障害者が安定した生活を送るために寄与しています。

指標１

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

指標２

政 策 名

平成２９年度

　65歳未満で下記のいずれかに該当し、所得が限度額以下の区民
　身体障害者 身体障害者手帳１・２・３級
　知的障害者 愛の手帳１～４度
　特殊疾病者 東京都難病医療費助成に該当またはその他脳性麻痺又は進行性筋萎縮症

(指標の説明等)

事 業 の 対 象

事 業 の 概 要

【障害者の区分・障害の程度・手当月額】
　身体障害者 身体障害者手帳１・２級の人 15,500円　３級の人　7,750円
　知的障害者 愛の手帳１・２・３度の人 15,500円　４度の人　7,750円
　特殊疾病者該当者　15,500円
　その他脳性麻痺又は進行性筋萎縮症の者　15,500円
【支給時期】
　４，８、12月の20日（基準日）に前の月までの４か月分を本人口座に振り込みます。
【現況届の提出】
　毎年８月に所得が限度額以下であるか、施設入所等の消滅事項が無いか現況届を提出してもら
い確認します。

　港区心身障害者福祉手当条例、港区心身障害者福祉手当条例施行規則

指標３

予算状況

平成２７年度

決算状況

延支給件数

平成２８年度



継続

評価※

4

4

4

拡充 継続 改善 廃止 統合

事務事業を取り巻く状況等

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　区負担の手帳所持者（身障３級、愛の手帳４度）は7,750円/月。
　難病者は一律15,500円です。難病患者等が障害の範囲に入ったことなどで、今後さら
に受給者の増加が見込まれる中で、コスト削減の余地はありません。

　地域の実情に応じて手当額等を決めるという事業の性格上、区が実施する必要があり
ます。

② 効 果 性

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　23区で実施しており、そのうち６区（新宿区、台東区、墨田区等）が港区と手当額が
同額です。

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　手当の給付と障害者施策の充実について、区民へ周知していく必要があります。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　障害者が地域で自立し、安定した生活を送ることができるという点で、必要性があ
ります。

　障害者が安定した生活を送るために効果があります。

　平成28年１月の難病法改正に伴い、難病医療費助成対象疾病の拡大により対象者が増
えています。

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　難病医療費助成対象者の増加に伴い、認定作業等に要する時間が増えています。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ）

　手当受給対象者のうち、難病医療費助成受給者については、受給者証に有効期間があるた
め、更新状況の管理に要する時間が増しており、今後、認定作業等についての見直しが必要で
す。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

③ 効 率 性

　手当の給付と障害者施策のバランスを考慮しながら事業を実施していく必要がありま
す。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

項   目

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント
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開始年度 昭和 54 年度

６

（24）

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 1,679 1,739 103.6% 平成２７年度 30 31 103.3% 平成２７年度 1,140 1,121 98.3%

平成２８年度 1,800 1,769 98.3% 平成２８年度 30 31 103.3% 平成２８年度 1,200 1,172 97.7%

平成２９年度 1,800 － － 平成２９年度 30 － － 平成２９年度 1,200 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

17,213 17,213 0 0 0 0 0 0 17,213 15,868 92%

16,554 16,554 0 0 0 0 0 0 16,554 16,077 97%

16,623 16,623 0 0 0 0 － － － － －

指標３

予算状況

平成２７年度

決算状況

おむつ代の助成給付（受給者延べ人数）

平成２８年度

平成２９年度

　区在住の身体障害者手帳１・２級、愛の手帳１・２度または、精神障害者保健福祉手帳１級
で、３歳以上65歳未満の人
　*介護保険の対象となる人は含まれません(平成22年度より）

(指標の説明等)

事 業 の 対 象

事 業 の 概 要

【給付内容】
　紙おむつの支給対象商品の中から給付限度の範囲内で選択します。平成29年度から防水シー
ツ、使い捨て手袋等の品目を追加しました。
【給付方法】
　委託業者が月１回指定の場所に配送します。
【利用者負担】
　月額　500円
＊区の給付する紙おむつを使用できない医療機関に入院されている人に対しては、おむつ代を助
成しています。（限度額　月額10,000円）

　港区重度障害者（児)紙おむつ給付要綱

紙おむつの給付（受給者延べ人数）

　紙おむつの給付により、障害者が日常生活を快適に送れるようにするとともに、家族の経済的負担の
軽減を図っています。

指標１

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

指標２

政 策 名

障害者（児）紙おむつ給付

保健福祉支援部障害者福祉課障害者事業運営係

保健福祉支援部障害者福祉課長

施 策 名

生涯を通じた心豊かで健康な都心生活を支援する

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

地域における自立生活を支援する仕組みづくり

事業概要

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

事 業 の 目 的
　障害者(児）に、より快適な日常生活を送れる生活環境を提供するとともに、家族の経済的負担
の軽減を図ることを目的としています。

事業費の状況(単位：千円)

おむつ代の助成給付（助成額）



継続

評価※

4

4

4

拡充 継続 改善 廃止 統合

　本人や家族の経済的負担をより軽減するため、利用者のニーズをとらえて品目等を検
討する必要があります。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

項   目

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　排泄の管理に支障が生じている障害者への対応として、おむつの使用が一般的に用
いられている手段です。広く普及しているおむつの使用に焦点を絞った支援は、排泄
管理に係る他の代替的な対策に比べ、より多くの障害者の福祉の向上につながり効率
的です。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ） 　障害者(児）に、より快適な日常生活を送れる環境を提供するとともに、家族の経済的負担の

軽減を図るために、おむつ等を現物給付したり、おむつ代を現金支給したりすることは、その
効果性や効率性の点で、継続する必要性の高い事業です。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

③ 効 率 性

② 効 果 性

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　他区22区中、21区で実施しています。（平成23年度）

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　区民に必要とされる品目等を充実させるなど、利用者のニーズを把握する必要があり
ます。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　障害を持つことによる生活上の支障を解消するために、様々な出費が伴う障害者本
人や家族の経済的負担を軽減する必要があります。

　障害者本人や家族の経済的負担を軽減することによって、生活水準の向上や日々の
安心感の醸成を図れます。

　平成22年度より、障害者であっても介護保険の対象の人は、障害者福祉課ではなく高
齢者支援課で給付しています。65歳到達、65歳未満の介護保険の対象者、入院による紙
おむつ給付から紙おむつ助成への変更があっても、利用者数の大きな変動は見られませ
ん。

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　大人用紙おむつパンフレットの印刷は高齢者支援課と合同で印刷し、印刷費削減に努
めています。

　区がおむつ等の現物給付又はおむつ代の現金支給を実施することによって、障害者本
人や家族の経済的負担を軽減できます。

事務事業を取り巻く状況等
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開始年度 平成 13 年度

６

（24）

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 18 13 72.2% 平成２７年度 4 1 25.0% 平成２７年度

平成２８年度 19 13 68.4% 平成２８年度 4 1 25.0% 平成２８年度

平成２９年度 16 － － 平成２９年度 3 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

613 551 0 62 0 0 0 0 613 492 80%

648 592 0 56 0 0 0 0 648 449 69%

572 522 0 50 0 0 － － － － －

事業概要

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

事 業 の 目 的
　在宅障害者等が急病等に陥った際に、専門の警備員が出動して安否確認を行うことにより、障
害者等の生活の安全を確保します。

事業費の状況(単位：千円)

重度身体障害者等緊急通報システム整備

保健福祉支援部障害者福祉課障害者事業運営係

保健福祉支援部障害者福祉課長

施 策 名

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心生活を支援する

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

地域における自立生活を支える仕組みづくり

総設置台数(台）

　平成28年度の設置台数は、前年度と同数であり、障害者の安否確認及び見守りの一助となっていま
す。

指標１

評価対象

事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

指標２

政 策 名

平成２９年度

　区内に住所を有する18歳以上65歳未満の人で、身体障害者手帳１・２級のひとり暮らし又は障
害者のみ等の世帯、並びにひとり暮らし等の難病の人

(指標の説明等)

事 業 の 対 象

事 業 の 概 要

　身体障害者や難病患者が家庭内で急病などに陥った時、あるいは一定時間トイレの利用がない
場合に、専門の警備員が出動して安否の確認や救助等を行い、安全を確保します。
【内容】
　緊急通報システム、火災安全システム、ライフリズムシステム（※）を一式で設置し、緊急の
場合、火災発生時等に事業者（警備会社）に通報します。
【費用】
　利用者負担　　月額　400円
　（生活保護受給者及び住民用非課税者は無料）
　※ライフリズムシステム・・・一定時間トイレを使用しなかった場合、自動的に通報するシス
テム

　港区事業者方式緊急通報システム事業運営要綱

指標３

予算状況

平成２７年度

決算状況

新規設置台数（台）

平成２８年度



継続

評価※

5

4

5

拡充 継続 改善 廃止 統合

事務事業を取り巻く状況等

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　東京都の補助対象経費内で実施しています。

　他の自治体（区）でも同様の事業を実施しています。

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　20区で同様の事業を実施しています。

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　今後、広報等の周知方法を検討していきます。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　委託料の支払といった簡便な方法で、障害者の日常生活の見守りに寄与することが
できる点から効率性は高いといえます。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ）

　緊急時における障害者等の生活上の安全を確保するため、事業継続は必要です。

③ 効 率 性

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

　障害者の安否確認ができ、孤独死の防止につながる点等からも事業の継続が必要で
あるといえます。

　緊急時に対応するシステムがあることで安心して日常生活を送ることができるた
め、効果性は高いといえます。

　ひとり暮らしの障害者等には、必要性の高い事業であるため、今後、大幅に設置台数
が増加する見込みはありませんが、一定の需要は見込まれます。

　緊急時における障害者等の安全を確保するため、更に周知を徹底する必要がありま
す。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

項   目

① 必 要 性

評価の理由・コメント

一次評価（所管課による自己評価）

② 効 果 性
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開始年度 昭和 48 年度

６

(24)

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 1,104 967 87.6% 平成２７年度 20 17 85.0% 平成２７年度

平成２８年度 1,055 1,060 100.5% 平成２８年度 20 20 100% 平成２８年度

平成２９年度 973 － － 平成２９年度 20 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

2,427 2,427 0 0 0 0 0 0 2,427 2,136 88%

2,320 2,320 0 0 0 0 19 0 2,339 2,339 100%

2,145 2,145 0 0 0 0 － － － － －

事業費の状況(単位：千円)

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

事 業 の 目 的
　障害者（児）で寝具の乾燥作業が困難と認められる人の寝具乾燥（年１回水洗い）を行い、衛
生保持に努め、清潔な寝具環境の改善を図ります。

保健福祉支援部障害者福祉課長

施 策 名

事業概要

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心生活を支援する

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

地域における自立生活を支える仕組みづくり

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

指標２ 指標３

政 策 名

障害者（児）寝具乾燥等消毒

保健福祉支援部障害者福祉課障害者事業運営係

　区内在住で身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていて、寝具
の乾燥作業が困難と認められる人。(ただし、病院等に入院中の人は除きます。）

(指標の説明等)

事 業 の 対 象

事 業 の 概 要

【実施方法】　寝具乾燥消毒車で家庭を訪問して実施します。
【実施回数】　年12回（うち１回は水洗い）
【区負担】　　　寝具１組（乾燥消毒）　　2,064円
　　　　　　　　掛布団１枚（水洗い消毒）3,264円    敷布団（水洗い消毒）　3,264円
　　　　　　　　毛布１枚（水洗い消毒）　997円       羽毛布団（水洗い消毒）5,208円
【利用者負担】　寝具１組（乾燥消毒）　　150円
　　　　　　　　掛布団１枚（水洗い消毒）300円    敷布団（水洗い消毒）　300円
　　　　　　　　毛布１枚（水洗い消毒）　50円      羽毛布団（水洗い消毒）300円

延利用件数（人）

　身体障害者手帳・愛の手帳・精神手帳を持っている障害者の日常使用している寝具を清潔に保持する
ことを通して臥床環境の改善に役立っています。

指標１

　港区寝具乾燥等消毒事業実施要綱

新規申請者数（人）

予算状況

平成２７年度

決算状況

平成２８年度

平成２９年度

予算・決算に関
す る 特 記 事 項



継続

評価※

4

5

4

拡充 継続 改善 廃止 統合

　地区・日程を調整し効率的に配車しているため、コスト削減に寄与しているといえま
す。

事務事業を取り巻く状況等

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　23区全て同様の事業を実施しています。

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　今後も一定程度の需要が見込まれ、事業の継続が必要です。

事 業 の 課 題

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　委託により、効率的に実施しています。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ） 　自ら寝具の乾燥作業を行うことが困難な障害者に対し、ハウスダストやカビやダニなどの発

生を最小限に防ぐことになり、健康面の維持に貢献しており、臥床環境の改善に役立っていま
す。事業の継続が必要です。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

③ 効 率 性

　延利用件数及び新規申請者数は、ここ２年度で同程度の実績があるため、本事業に
より、寝具を清潔に保つことができ、福祉の増進の点から効果性は高いといえます。

　延利用件数は同程度で推移しているため、今後も一定程度の需要は見込まれるといえ
ます。

　現在は、窓口に来所した人または問い合わせのあった人に対してのみご案内を行って
います。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

　今後は、広報の掲載等、他の周知方法を検討し、ニーズに対応する必要があります。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

② 効 果 性

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

　他の自治体（区）でも同様の事業を実施しています。

項   目



Ｎｏ 232 平成２９年度　港区事務事業評価シート

開始年度 昭和 52 年度

６

(24)

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 75 71 94.7% 平成２７年度 167 160 95.8% 平成２７年度

平成２８年度 70 61 87.1% 平成２８年度 145 141 97.2% 平成２８年度

平成２９年度 65 － － 平成２９年度 162 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

1,016 1,016 0 0 0 0 0 0 1,016 972 96%

883 883 0 0 0 0 0 0 883 858 97%

986 986 0 0 0 0 － － － － －

登録件数(人）

地域における自立生活を支える仕組みづくり

事業概要

根 拠 法 令

指標３

事業の成果

指
　
標

事 業 の 目 的
　理美容店へ出かけることが困難な障害者（児）に、理美容サービス登録カードを交付し、理容
師・美容師による出張サービスを行うことにより、衛生保持の一助とするとともに家族の介護の
軽減を図ります。

政 策 名

保健福祉支援部障害者福祉課障害者事業運営係

保健福祉支援部障害者福祉課長

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心生活を支援する

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

【利用者負担】
　１回　500円
【利用方法】
　理美容サービス登録カード（理容回数年６回まで）を交付し、東京都理美容生活衛生同業組合
みなと支部又は美容組合三支部連合会に加入する指定店名簿に登録された理美容店に申し込み、
サービスを受ける際に提示します。

　港区福祉理美容登録カード交付要綱

　外出が困難な人にとっては、心の張りが持て、豊かな気持ちで生活できるきっかけとなる事業です。
また、自宅でサービスを受けられるため、家族の介護面や経済面での負担軽減に寄与しています。

指標１

施 策 名

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

理美容延件数（件）
指標２

成 果 の 概 要

事業費の状況(単位：千円)

心身障害者（児）福祉理美容サービス

　港区在住で
　①東京都重度心身障害者手当てを受給している人
　②身体障害者手帳（体幹、下肢障害）１級の人
　③愛の手帳１度の人

(指標の説明等)

事 業 の 対 象

事 業 の 概 要

決算状況

平成２８年度

平成２９年度

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

予算状況

平成２７年度



継続

評価※

4

4

4

拡充 継続 改善 廃止 統合

　理美容の協力店には、１回当たり本人負担分500円と区負担分5,980円の合計6,480円
で委託している事業です。理美容出張サービスの実勢料金に比して安価であり、コスト
削減の余地はあまりありません。

　区が、理美容の店舗でサービスを受け難い障害者が、区内の理美容店の協力を得なが
ら、500円の負担で理美容の出張サービスを受けられるようにすることによって、障害
者本人の生活の質の向上とともに、家族を含めた経済的負担の軽減を図れます。

事務事業を取り巻く状況等

評価の理由・コメント

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　23区において同様のサービスを実施しています。

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　事業者団体への周知啓発など、障害施策への理解促進の促す必要があります。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　理美容の店舗に行くことが困難な障害者に対して、区内の理美容店の協力を得なが
ら、出張サービスを提供することは、障害者本人や家族の経済的負担等の軽減のみな
らず、生活の質の向上に寄与するため、効率的な事業です。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ） 　障害者(児）に、より快適な日常生活を送れる環境を提供するとともに、本人や家族の経済的

負担の軽減を図るために、理美容の出張サービスを提供することは、その効果性や効率性の点
で、継続する必要性の高い事業です。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

② 効 果 性

③ 効 率 性

　外出が困難な障害者とっては、出張サービスによる利便性を享受でき、また、自宅
において500円の負担でサービスが受けられることから、家族の介護面や経済面での
負担軽減を図る上で必要な事業です。

　障害者本人や家族の経済的負担の軽減につながり、また、障害者本人が爽快感や清
潔感を得られることによって、生活の質を向上させる効果があります。

　利用者は固定的な傾向もありますが、潜在的な需要は多いと思われます。

　利用者の利便を向上させるために、より多くの理美容店の協力を得ることが課題で
す。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

項   目

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）



Ｎｏ 233 平成２９年度　港区事務事業評価シート

開始年度 昭和 57 年度

６

(24)

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 700 635 90.7% 平成２７年度 36,400 16,043 44.1% 平成２７年度

平成２８年度 700 687 98.1% 平成２８年度 36,400 15,544 42.7% 平成２８年度

平成２９年度 700 － － 平成２９年度 15,000 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

8,550 8,550 0 0 0 0 0 0 8,550 7,525 88%

9,497 9,497 0 0 0 0 63 0 9,560 7,451 78%

7,159 7,159 0 0 0 0 － － － － －

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心生活を支援する

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

給付者数（年度当初）

地域における自立生活を支える仕組みづくり

事業概要

根 拠 法 令

指標３

評価対象

事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

事 業 の 目 的
　障害者及び被爆者に対して公衆浴場で利用できる無料入浴券を給付することにより、生活意欲
の向上及び健康保持を図ります。

政 策 名

保健福祉支援部障害者福祉課障害者事業運営係

保健福祉支援部障害者福祉課長

障害者（児）無料入浴券給付

　区内に住所を有し、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳又は被爆者健康手帳
の交付を受けた人

(指標の説明等)

事 業 の 対 象

事 業 の 概 要

　入浴券を希望する障害者及び原爆被爆者に対して、配布します。
【給付時期】
　毎年４月１日から翌年３月31日まで
【給付枚数】
　障害者及び被爆者　大人、中人、小人とも一人あたり年間最大52枚
　＊申請月により給付枚数が異なります。

　港区無料入浴券給付事業実施要綱

　入浴券の交付により、健康保持及び社会福祉の増進に寄与することができるといえます。

指標１

施 策 名

事業の成果

指
　
標

予算状況

平成２７年度

利用枚数
指標２

成 果 の 概 要

事業費の状況(単位：千円)
決算状況

平成２８年度

平成２９年度

予算・決算に関
す る 特 記 事 項



継続

評価※

4

4

4

拡充 継続 改善 廃止 統合

　利用者の一部負担や給付枚数の削減を検討し、経費削減を行う余地はあるといえま
す。

　障害者及び被爆者の健康保持やレクリエーションのために、公衆浴場で利用できる無
料入浴券の給付は、必要性の高い事業です。

事務事業を取り巻く状況等

評価の理由・コメント

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　港区以外に２区で、障害者に対する入浴券給付事業を実施しています。

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　障害者個々の必要性に応じた給付方法について検討した結果、平成29年度入浴券の一
斉更新申請に当たり、希望枚数を選択できるようにしました。今後、この効果を検証
し、より効率的な配付方法を模索します。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　障害者及び被爆者が、移動に係る身体的及び経済的な負担を比較的伴わずに、身近
な場所で気軽に健康保持や気分転換が図れる点で効率的な事業です。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ） 　障害者及び被爆者の健康保持やレクリエーションのために、身近な入浴施設を無料で利用で

きるようにすることによって、障害者及び被爆者の福祉増進を図ることができることから、そ
の効果性や効率性の点で、継続する必要性の高い事業です。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

② 効 果 性

③ 効 率 性

　障害者及び被爆者の健康保持やレクリエーションのために、身近な入浴施設を無料
で利用できるようにすることは、障害者及び被爆者の福祉増進にとって必要な事業で
す。

　自宅に比べ、広く、設備の整った施設で入浴することによって、障害者及び被爆者
の健康保持や気分転換が図れる点で効果的な事業です。

　入浴時の介護人の有無に関わらず、給付枚数が同じであるため、介護人と一緒に入浴
する人に対しては、給付枚数を増やしてほしいとの要望がありました。

　配布枚数に対する利用枚数の比率が低い状況がみられます。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

項   目

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）



Ｎｏ 234 平成２９年度　港区事務事業評価シート

開始年度 平成 13 年度

６

(24)

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 65 72 110.8% 平成２７年度 9,405 9,541 101.4% 平成２７年度 150 165 110.0%

平成２８年度 75 60 80.0% 平成２８年度 9,656 9,168 94.9% 平成２８年度 181 163 90.1%

平成２９年度 65 － － 平成２９年度 10,487 － － 平成２９年度 175 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

4,933 4,933 0 0 0 0 0 0 4,933 3,993 81%

4,590 4,590 0 0 0 0 0 0 4,590 3,846 84%

4,333 4,333 0 0 0 0 － － － － －

事業概要

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

事 業 の 目 的
　ひとり暮らし等で食事の調理や食材の調達が困難な障害者に対し、栄養バランスのとれた食事
を居宅に届けることによって、障害者の栄養管理や健康維持の一助とするとともに、当該障害者
の安否確認を行い、在宅障害者の福祉の増進を図ります。

事業費の状況(単位：千円)

登録者数（人）

障害者配食サービス

保健福祉支援部障害者福祉課障害者事業運営係

保健福祉支援部障害者福祉課長

施 策 名

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心生活を支援する

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

地域における自立生活を支える仕組みづくり

利用者数(人）

　調理ができない障害者の栄養面での支援だけでなく、配食することで安否確認も行っており、事業の
成果は十分達成されています。

指標１

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

指標２

政 策 名

平成２９年度

　区内在住の65歳未満で、食事作りが困難な次の要件のいずれかにあてはまる人
①身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人（以下「障害者」と
いう）で一人暮らしの人
②障害者のみで世帯を構成する人
③障害者と高齢者のみで世帯を構成する障害者

(指標の説明等)

事 業 の 対 象

事 業 の 概 要

　ひとり暮らしの障害者及び障害者のみの世帯、障害者と高齢者のみの世帯を対象に、週７回ま
で昼食又は夕食を配食サービスをすることや、栄養状態を改善しあわせて配食サービスをするこ
とで、栄養状態を改善するとともに、あわせて配食時に安否確認を行います。

【利用者負担】　１食　280円～470円
【実施回数】　　１週間に７回まで、昼食又は夕食を配食します。

　港区障害者配食サービス事業実施要綱

指標３

予算状況

平成２７年度

決算状況

延配食数（食）

平成２８年度



継続

評価※

4

4

4

拡充 継続 改善 廃止 統合

事務事業を取り巻く状況等

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　４事業者に委託して実施する中で、競争原理を働かせることによって、より良質で安
価な食事の提供を期待できます。なお、本事業は、配食サービスの提供とともに利用者
の安否確認も兼ねているため、所得制限は設けずに幅広く利用できるようにしていま
す。

　ひとり暮らし等で食事の調理や食材の調達が困難な障害者に対する配食サービスは、
障害者の栄養管理や健康維持及び当該障害者の安否確認のために必要な支援策です。

② 効 果 性

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　14区で民間事業者に委託して実施しています。

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　配送ルートの工夫、配送車の台数増、配食容器の改善などを検討していきます。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　生活の質を維持・向上させる上で、健康の保持が非常に重要な要素であるとの観点
に立てば、栄養バランスのとれた食事の提供は、食事の調理や食材の調達が困難な障
害者にとって必要性の高い支援策です。

　配食サービスは、障害者の栄養管理や健康維持ばかりでなく、サービスを受ける障
害者の安否確認のために効果的です。

　より安く温かい食事や比較的長く保存できる保存容器の使用、あるいは体調に合わせ
て選択できるメニューの増加等について要望があります。

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　調理の手間なしに、居ながらにして栄養のバランスのとれた食事の提供が受けられ
るため、費用及び時間の点で効率的なサービスです。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ） 　ひとり暮らし等で食事の調理や食材の調達が困難な障害者に対し、栄養バランスのとれた食

事を居宅に届けることによって、栄養管理や健康維持を図ることができるばかりでなく、当該
障害者の安否確認を行えることから、その効果性や効率性の点で、継続する必要性の高い事業
です。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

③ 効 率 性

　配送ルートの関係で配達が早い時間になり、食事が冷めてしまう場合があります。
　委託した４事業者にはメニューの充実が求められます。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

項   目

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント



Ｎｏ 235 平成２９年度　港区事務事業評価シート

開始年度 平成 13 年度

６

(24)

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 8 10 125.0% 平成２７年度 665 839 126.2% 平成２７年度

平成２８年度 9 13 144.4% 平成２８年度 1,029 1,208 117.4% 平成２８年度

平成２９年度 12 － － 平成２９年度 844 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

135 135 0 0 0 0 0 0 135 111 82%

155 155 0 0 0 0 10 0 165 164 99%

128 128 0 0 0 0 － － － － －

指標１ 指標２ 指標３

予算状況

平成２７年度

決算状況

平成２８年度

施 策 名

平成２９年度

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

事業費の状況(単位：千円)

利用回数
（電話、インターネット及び現場急

行）

　毎月登録者のうち２～３名がインターネットでの情報提供をほぼ毎日受けており、事業を有効活用して
います。

【実施方法】
　あらかじめＧＰＳ機器を携帯させておくことにより居所不明になった場合、探索サービスを行
います。
【利用負担額】
　月額500円
　現場急行料　1回3,000円

　港区知的障害者（児）徘徊探索支援事業運営要綱

登録者数（人）

保健福祉支援部障害者福祉課障害者事業運営係

事 業 の 目 的
　徘徊行動のある知的障害者（児）等に対し、ＧＰＳ携帯電話通信網を利用した位置情報探索機
による探索サービスを行い、知的障害者（児）の早期発見と安全を確保し、介護者の身体的・精
神的負担の軽減を図ります。

地域における自立生活を支える仕組みづくり

　区内在住であり、手帳１～３度の知的障害者（児）又は自閉症で、探索サービスが必要と認め
られる在宅の障害者（児）

(指標の説明等)

事 業 の 対 象

事 業 の 概 要

事業概要

根 拠 法 令

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

政 策 名

知的障害者（児）徘徊探索支援

保健福祉支援部障害者福祉課長

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心生活を支援する

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する



継続

評価※

4

4

4

拡充 継続 改善 廃止 統合

② 効 果 性

③ 効 率 性

　自閉傾向が強い知的障害者も増えており、児童の安全面を考えると必要な事業で
す。

　ここ数年は登録者数は横ばいですが、障害者の安全確保に寄与しています。

　自閉症などでこだわりが強く、定型の動きを逸脱する可能性がある子を持つ保護者に
とっては、安心して生活するために必要な事業です。
　利用者負担額、現場急行料の負担減の要望が上がっています。

　徘徊する障害者（児）を家族で見守っているケースがあるなど、潜在的にニーズがあ
る可能性があります。広報等を工夫する必要があります。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント項   目

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　インターネットサービスを使用するなど効率的に実施しています。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ）

　本事業は、徘徊行動のある障害者の早期発見と安全に寄与しており、障害者及びその家族が地
域の中で安心して生活するためには必要な事業です。今後、ＧＰＳ機能の向上等に合わせ、より
効果的な手法の検討するとともに、制度の周知に引き続き努めます。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

① 必 要 性

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　利用者は月に500円、機器利用分を自己負担しており、これ以上の経費削減は困難で
す。

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　本事業は、徘徊行動のある障害者の早期発見と安全に寄与しており、障害者及びその
家族が地域の中で安心して生活するためには必要な事業です。今後、ＧＰＳ機能の向上
等に合わせ、より効果的な手法の検討するとともに、制度の周知に引き続き努めます。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　他の自治体（区）でも同様の事業を実施しているため、必要性はあります。

事務事業を取り巻く状況等

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　18区で実施しています。

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地



Ｎｏ 236 平成２９年度　港区事務事業評価シート

開始年度 平成 10 年度

６

(24)

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 14 19 135.7% 平成２７年度 1,176 1,258 107.0% 平成２７年度 61 50 82.0%

平成２８年度 19 12 63.2% 平成２８年度 1,368 1,113 81.4% 平成２８年度 61 39 63.9%

平成２９年度 15 － － 平成２９年度 1,260 － － 平成２９年度 61 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

31,288 31,288 0 0 0 0 1,631 0 32,919 32,493 99%

34,110 19,028 10,055 5,027 0 0 0 0 34,110 30,361 89%

32,522 18,631 9,261 4,630 0 0 － － － － －

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

地域における自立生活を支える仕組みづくり

指標１ 指標２ 指標３

予算状況

平成２７年度

決算状況

巡回入浴利用延回数

　港区障害者（児）入浴サービス実施要綱

巡回入浴利用者人数

　巡回入浴サービスは、組み立て式の専用浴槽を居室に設置し、畳1畳程度の広ささえあれば、自宅で入
浴が可能となります。身体を清潔に保ち、血液循環、代謝機能を高めるなど、安全で快適な入浴の介護
を提供し、家族の負担も軽減できます。
　施設入浴は、送迎バスにより施設で機械入浴・介助入浴を行うことにより巡回入浴サービスど同様の
効果があります。

事業費の状況(単位：千円)

平成２８年度

平成２９年度

　区内在住で身体障害者手帳１・２級、愛の手帳１・２度、精神障害者保健福祉手帳１・２級
（家族入浴のみ）の交付を受けている人

(指標の説明等)

事 業 の 対 象

事 業 の 概 要

　自宅や公衆浴場での入浴が困難な障害者（児）に対し、健康・衛生保持の一助をするとともに
家族の介護の軽減を図るため、入浴サービスを行います。
【実施方法】
　巡回入浴…巡回入浴車を居宅に派遣し、家族の立会いのもと入浴サービスを行います。
　施設入浴…障害者保健福祉センター及び新橋はつらつ太陽内の機械浴室または家族浴室で、入
浴介助を行います。機械入浴、介助入浴、家族入浴の三種類があります。
　＊機械浴室利用の場合は、専用車による送迎を実施しています。
【費用】
　利用者負担は無し。
　区負担としては、障害者保健福祉センター以外の委託業者に委託料を毎月支払。

施設入浴利用者数
（障害保健福祉センター・新橋はつらつ太陽）

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

障害者（児）入浴サービス

保健福祉支援部障害者福祉課長

保健福祉支援部障害者福祉課障害者事業運営係

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心生活を支援する

政 策 名

施 策 名

事業概要

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

事 業 の 目 的
　自宅や公衆浴場での入浴が困難な障害者（児）に対し、入浴サービスを行うことにより健康・
衛生保持の支援とするとともに家族の介護の軽減を図ります。



継続

評価※

5

5

4

拡充 継続 改善 廃止 統合

② 効 果 性

③ 効 率 性

　障害者の快適な在宅生活に必要ため今後も事業の継続が必要です。

　障害者の衛生保持、家族の介護の軽減や外出する機会の創出となり、在宅での生活
が健やかかつ豊かになります。

　要介護認定を受けている人は、介護保険法に基づく入浴サービスの利用が可能となる
ため、制度移行するよう促しています。また、巡回・施設入浴サービスとも利用者人数
においては増加傾向にあります。

　事業の開始当初から継続利用し、曜日・時間帯が固定化しているため、新規利用希望
者の要望に応えられない場合があります。一度利用承認した人の利用期間、使用者の年
齢の下限（乳幼児）に定めがないため、承認後の状況確認方法の検討が必要です。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　事業の実施手段は妥当かつ効果的です。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ） 　入浴サービスを通じて、障害者の健康、衛生の保持が図られており、今後も事業を継続して

いく必要があります。また、利用調整による利用者増への対応や、重度障害者のサービス利用
における関係医療機関との連携など、サービスを円滑に提供できるよう、取り組んでいきま
す。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

項   目

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　医療的ケア（経管栄養、人工呼吸器）を要する人も多く利用しているため、サービス
低下を招かないためにもコスト削減の余地はありません。

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　65歳を超えた介護保険対象者で本事業の利用者は、介護保険サービスへの移行を積極
的に促していきます。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　快適な在宅生活のためのサービスを整備する一助とするため、区が実施することが妥
当です。

事務事業を取り巻く状況等

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　訪問入浴サービスについては、23区全てで同様の事業を実施しています。
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開始年度 平成 18 年度

６

(24)

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 9 12 133.3% 平成２７年度 1,560 2,314 148.3% 平成２７年度

平成２８年度 13 12 92.3% 平成２８年度 1,872 1,592 85.0% 平成２８年度

平成２９年度 12 － － 平成２９年度 12 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

3,432 3,432 0 0 0 0 316 0 3,748 3,547 95%

4,119 4,119 0 0 0 0 0 0 4,119 3,649 89%

3,863 3,863 0 0 0 0 － － － － －

指標１ 指標２ 指標３

予算状況

平成２７年度

平成２９年度

事 業 の 概 要

　重度の身体障害者（児）のうち、痰の吸引、経管栄養などの医療的ケアが必要な人に、障害者
総合支援法の居宅介護等又は地域生活支援事業の移動支援を看護師等が提供する場合に、サービ
ス提供事業者に支払われる障害者総合支援法のサービス報酬に対して、区独自の加算を行いま
す。
　【区加算額】区内事業者：30分あたり1,000円、区外事業者：30分あたり1,100円

　※医療的ケアが必要な人に対し、居宅介護等を提供する場合は看護師の資格を有していること
が要件とされています。

事業費の状況(単位：千円)

(指標の説明等)

平成２８年度

決算状況

利用実績（延時間）

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

重度心身障害者（児）居宅生活支援事業

保健福祉支援部障害者福祉課長

保健福祉支援部障害者福祉課障害者事業運営係

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要 　本事業を通じ、医療的ケアが必要な人への介護サービスを行うことにより、重度身体障害者（児）の
居宅生活の安定、家族の介護負担の軽減が図られています。

　痰の吸引、経管栄養などの医療的ケアを必要とする重度の身体障害者（児）で、障害者総合支
援法の居宅介護等又は地域生活支援事業の移動支援を利用する人。

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心生活を支援する

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

地域における自立生活を支える仕組みづくり

事 業 の 目 的
　痰の吸引、経管栄養などの医療的ケアを必要とする重度の身体障害者（児）が、障害者総合支
援法の居宅介護等及び地域生活支援事業の移動支援を利用する場合に、区独自の加算をすること
により、質の高いサービスの提供を確保し、重度の身体障害者（児）の福祉の増進を図ります。

施 策 名

事業概要

政 策 名

事 業 の 対 象

　重度身体障害者（児）居宅生活支援事業実施要綱

利用実数



継続

評価※

4

4

4

拡充 継続 改善 廃止 統合

　本事業を通じて、医療的ケアが必要な人への介護サービスを行うことにより、重度
身体障害者（児）の居宅生活の安定、家族の介護負担の軽減が図られます。

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　サービス提供手法は限られており、効率性の追求は難しいといえます。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ）

　医療的ケアを必要とする重度身体障害者（児）が、在宅生活を継続するうえで必要不可欠な
事業のため、事業を継続するために必要な要件を備えた事業者の確保に努めます。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

② 効 果 性

　サービス提供に当たっては、看護師資格を有することを要件としているため、サービ
ス提供可能事業所が限られているため、サービス提供に係る人員の確保が難しい状況に
あります。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

項   目

① 必 要 性

評価の理由・コメント

一次評価（所管課による自己評価）

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　単価を上げた場合に、サービス提供可能事業所の増加を見込めるかどうかについて
は、総合支援法に基づく介護給付のため、看護師資格を持つ職員が所属しているかどう
か、事業所の資格状況を把握していきます。

　障害者総合支援法の居宅介護等又は地域生活支援事業の移動支援の報酬単価に区独
自の加算をする形となっているため、障害者総合支援法等の報酬単価が変更にならな
い限り重度障害者（児）及び家族にとっては、必要不可欠なサービスです。

③ 効 率 性

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　総合支援法に基づく介護給付等のサービス提供を看護師が行う必要があるため、サー
ビス提供事業所の人員確保が難しい状況にあり、コスト削減の余地はありません。

事務事業を取り巻く状況等

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　他区で同様の事業を行っているところはありません。

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

　医療の進歩と入院患者の地域移行の促進により、医療的ケアの必要な重度障害者
（児）が在宅療養となるケースは今後も増加することが予測され、需要の増加が見込ま
れます。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　障害者総合支援法のサービス報酬に区が独自の加算をし、看護師による介護を受けら
れるようにすることで、自己負担の軽減を図ることできます。
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開始年度 平成 25 年度

６

（24）

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 5 5 100.0% 平成２７年度 平成２７年度

平成２８年度 5 5 100.0% 平成２８年度 平成２８年度

平成２９年度 5 － － 平成２９年度 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

109 109 0 0 0 0 2 0 111 111 100%

117 117 0 0 0 0 0 0 117 78 67%

117 117 0 0 0 0 － － － － －

指標１ 指標２ 指標３

予算状況

平成２７年度

決算状況

　港区聴覚障害者協会等通信費補助事業要綱

受給者数（人）

　パソコン・携帯電話によるメール通信の普及により、ファクシミリ通信の利用は減少傾向にありま
す。しかし、高齢の聴覚障害者に対する通信手段はファクシミリが必須であり、こうした高齢の聴覚障
害者へ情報提供等を行う協会役員業務の円滑化に寄与しています。

事業の成果

指
　
標

平成２８年度

平成２９年度

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

事業費の状況(単位：千円)

　港区聴覚障害者協会役員、港区身体障害者相談員（聴覚障害担当）

(指標の説明等)

事 業 の 対 象

事 業 の 概 要
　聴覚障害者の福祉の向上を図るため、港区聴覚障害者協会役員や聴覚障害者担当の身体障害者
相談員にファクシミリ通信料の費用を助成します。

根 拠 法 令

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

施 策 名

政 策 名

聴覚障害者協会等通信費補助

保健福祉支援部障害者福祉課長

保健福祉支援部障害者福祉課障害者事業運営係

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心生活を支援する

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

地域における自立生活を支える仕組みづくり

成 果 の 概 要

事業概要

事 業 の 目 的
　聴覚障害者団体役員等にファクシミリ通信費を補助し、意思伝達手段の向上を図り、これによ
り円滑な団体活動を支援し、障害者の福祉の増進を図ります。



継続

評価※

4

4

4

拡充 継続 改善 廃止 統合

② 効 果 性

③ 効 率 性

　日常的に聴覚障害者の福祉向上に取り組んでいる港区聴覚障害者協会役員や聴覚障
害者担当の身体障害者相談員の活動をより充実させるため、ファクシミリ通信料の費
用を助成する必要があります。

　ファクシミリ通信料の費用助成を通じ、港区聴覚障害者協会役員や聴覚障害者担当
の身体障害者相談員の活動をより充実させることによって、聴覚障害者の福祉向上に
効果があります。

　聴覚障害者同士の連絡手段として電子メール通信の比重が高まっていますが、協会役
員がパソコン等を使用しない会員へ連絡するための支援として必要な事業です。

　特に課題はありません。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

項   目

① 必 要 性

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　ファクシミリ通信料の費用助成を通じ、港区聴覚障害者協会役員や聴覚障害者担当
の身体障害者相談員の活動を支援することは、情報に大きな価値が認められる今日に
おいて、聴覚障害者の福祉向上に効率的です。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ）

　ファクシミリ通信料の費用助成を通じ、港区聴覚障害者協会役員や聴覚障害者担当の身体障
害者相談員の活動を支援することは、その効果性や効率性の点で、継続する必要性の高い事業
です。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　23区では中央区等６区で事業を行っています。

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　通信費であるため、コスト削減の余地は少ないと思われます。

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　特に改善点はありません。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　日常的に聴覚障害者の福祉向上に取り組んでいる港区聴覚障害者協会役員や聴覚障害
者担当の身体障害者相談員の活動をより充実させるため、ファクシミリ通信料の費用を
助成する必要があります。

事務事業を取り巻く状況等
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開始年度 昭和 62 年度

６

（24）

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 720 564 78.3% 平成２７年度 4 4 100.0% 平成２７年度

平成２８年度 432 432 100.0% 平成２８年度 3 3 100.0% 平成２８年度

平成２９年度 432 － － 平成２９年度 3 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

4,724 0 0 4,724 0 0 0 0 4,724 3,699 78%

3,779 0 0 3,779 0 0 0 0 3,779 2,834 75%

2,834 0 0 2,834 0 0 － － － － －

指標２ 指標３

予算状況

平成２７年度

決算状況

事業費の状況(単位：千円)

平成２８年度

保健福祉支援部障害者福祉課障害者事業運営係

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する

　区内に居住する20歳以上の重度脳性麻痺者で、その障害の程度が身体障害者手帳１級であり、
独立して屋外活動をすることが困難なもの。ただし、障害者総合支援法における障害福祉サービ
ス(短期入所を除く。)、地域支援事業の個別支援型移動支援若しくは地域活動支援センター事業
の利用決定又は介護保険法における訪問介護若しくは通所介護のサービスを受けている場合は、
対象から除外されます。

(指標の説明等)

事 業 の 概 要

　港区重度脳性麻痺者介護事業要綱

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

政 策 名

重度脳性麻痺者介護

保健福祉支援部障害者福祉課長

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

事 業 の 対 象

回数

　本サービスを利用する世帯は、現在3世帯です。重度脳性麻痺者を介護・援助することにより、重度脳
性麻痺者の生活圏の拡大や生活の質の改善を図ることが可能となっています。

平成２９年度

　重度脳性麻痺者の家族を介護人とし、介護に従事する日数に応じ、１日を単位として月12日を
限度に、介護人である家族に対し、報酬を支払います。報酬額は、１日6,560円です。

介護人数

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

地域における自立生活をささえる仕組みつくり施 策 名

事業概要

事 業 の 目 的
　重度脳性麻痺者に対する、家族による介護を通じ、重度脳性麻痺者の生活圏の拡大を図り、重
度脳性麻痺者の福祉の増進を図ります。

指標１



継続

評価※

5

5

5

拡充 継続 改善 廃止 統合

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

　重度脳性麻痺者の生活圏の拡大や生活の質の改善を図る上で、金銭給付による介護
者への経済的支援は、当該障害者に対して、その実情に応じて社会資源を柔軟に提供
できます。

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ）

　重度脳性麻痺者の介護者への経済的支援を通じ、重度脳性麻痺者の生活圏の拡大や生活の質
の改善を図ることは、その効果性や効率性の点で、継続する必要性の高い事業です。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

② 効 果 性

項   目

③ 効 率 性

　東京都の補助対象事業であり、区が実施の窓口となっています。

　重度脳性麻痺者を介護・援助することにより、重度脳性麻痺者の生活圏の拡大や生
活の質の改善を図ることが可能となっています。

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　東京都の補助対象経費内で事業を実施しています。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

　平成26年度の５人から、平成29年度当初は３人に減少しており、今後需要の伸びは見
込まれません。

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　特に改善点はありません。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　東京都の補助対象事業であり、区が実施の窓口となっています。

　特に課題はありません。

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

事務事業を取り巻く状況等

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　東京都の補助対象事業のため、同様の事業を23区で実施しています。
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開始年度 昭和 57 年度

６

（24）

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 2,870 2,456 85.6% 平成２７年度 412,200 352,499 85.5% 平成２７年度

平成２８年度 2,560 2,531 98.9% 平成２８年度 423,468 392,731 92.7% 平成２８年度

平成２９年度 2,768 － － 平成２９年度 446,209 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

105,155 105,155 0 0 0 0 0 0 105,155 100,344 95%

104,990 104,990 0 0 0 0 0 0 104,990 98,988 94%

100,404 100,404 0 0 0 0 － － － － －

指標１ 指標２ 指標３

予算状況

平成２７年度

決算状況

平成２８年度

平成２９年度

　歩行困難な障害者（児）に、タクシー利用券を給付することにより、生活圏の拡大と経済的負
担の軽減を図ります。

事業費の状況(単位：千円)

　身体障害者手帳　下肢・体幹・視覚１～３級の人
　内部障害１級の人　呼吸器機能障害３級の人
　愛の手帳１・２度の人
　精神障害者保健福祉手帳１級の人

(指標の説明等)

事 業 の 対 象

事 業 の 概 要

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

政 策 名

障害者（児）福祉タクシー助成

保健福祉支援部障害者福祉課長

保健福祉支援部障害者福祉課障害者事業運営係

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

　タクシー利用券を年額44,000円分支給します。但し、年度途中でタクシー利用券の申請を行っ
た場合は、申請時期により、支給額が異なります（７月～９月の新規申請者は33,000円、10月～
12月新規申請者は22,000円、１月～３月新規申請者は11,000円）。
　なお、タクシー利用券の利用は、区と契約する業者のタクシーを利用する場合に限ります。
また、自動車燃料費助成事業との併給はできません。

　港区障害者（児）タクシー利用券給付要綱

利用者数

　障害者（児）の生活圏の拡大及び経済的負担の軽減に寄与しています。

事 業 の 目 的

使用枚数

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

地域における自立生活をささえる仕組みつくり施 策 名

事業概要



継続

評価※

4

4

4

拡充 継続 改善 廃止 統合

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　本年のタクシー初乗り料金の値下げにより、給付券種目の見直しが必要になるか検
討します。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ）

　ガソリン代助成とのバランス等、他区の動向や社会情勢を見極め、より効果的な事業内容に
するよう引き続き検討します。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

項   目

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

③ 効 率 性

　障害者（児）の生活圏の拡大及び経済的負担の軽減を図るという目的に適合してい
ます。

　利用実績が高く、効果的な事業といえます。② 効 果 性

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　遠方の施設入所者や入院中の者を除外するなど、対象者の範囲等については検討する
余地がありますが、状況把握が困難です。

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　対象者の範囲、ガソリン代助成とのバランス等、他区の動向や社会情勢を見極め、よ
り効果的な事業内容にするよう引き続き検討します。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　給付事業のため、区が実施する必要があります。

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

　毎年、継続的に利用があり、障害者の生活圏の拡大に寄与しています。

　公共交通機関の充実等、社会情勢を踏まえた事業内容の検討が必要です。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

事務事業を取り巻く状況等

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　他区でも同様の事業を実施しています。
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開始年度 昭和 55 年度

６

（24）

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 356 313 87.9% 平成２７年度 平成２７年度

平成２８年度 316 306 96.8% 平成２８年度 平成２８年度

平成２９年度 360 － － 平成２９年度 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

13,112 13,112 0 0 0 0 0 0 13,112 12,140 93%

13,065 13,065 0 0 0 0 0 0 13,065 12,166 93%

14,342 14,342 0 0 0 0 － － － － －

指標１ 指標２ 指標３

予算状況

平成２７年度

決算状況

平成２８年度

平成２９年度

　障害者（児）世帯が保有する自動車のガソリン代の一部を助成することにより、障害者（児）
の生活圏の拡大及び経済的負担を軽減し、社会参加の促進を図ります。

事業費の状況(単位：千円)

　身体障害者手帳　下肢・体幹・視覚１～３級の人、内部障害１級の人、呼吸器機能障害1・３
級の人
　愛の手帳１・２度の人
　精神障害者保健福祉手帳１級の人

(指標の説明等)

事 業 の 対 象

事 業 の 概 要

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

政 策 名

障害者（児）自動車燃料費助成

保健福祉支援部障害者福祉課長

保健福祉支援部障害者福祉課障害者事業運営係

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

　障害者の世帯が保有する自動車を障害者の移動等で使用する場合に、当該自動車のガソリン代
について年額44,000円（７月～９月新規申請者は33,000円、10月～12月新規申請者は22,000
円、１月～３月新規申請者は11,000円）を限度に、助成します。
　なお、福祉タクシー助成事業との併給は出来ません。

　港区障害者（児）自動車燃料費助成事業実施要綱

助成者数

　障害者（児）の生活圏の拡大及び経済的負担の軽減に寄与しています。

事 業 の 目 的

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

地域における自立生活をささえる仕組みつくり施 策 名

事業概要



継続

評価※

4

4

4

拡充 継続 改善 廃止 統合

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　実績による支払いのため、妥当です。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ） 　障害者（児）の生活圏の拡大という面で効果があるため事業は継続としますが、燃料費の価

格変動、電気自動車等への助成等、社会情勢を見極め、より効果的な事業内容にします。ま
た、都区財政調整交付金（普通交付金）にも計上されている事業であることからも、継続とし
ます。一方、公共交通網の充実などにより、生活圏や取り巻く環境が変化していることも踏ま
え、他自治体の動向も参考に効果的な実施について検討します。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

項   目

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

③ 効 率 性

　障害者（児）の生活圏の拡大及び経済的負担の軽減を図るという目的に適合してい
ます。

　利用実績が高く、効果的な事業といえます。② 効 果 性

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　平成21年度に給付額を増額し、また、平成23年度に給付対象者の拡大を図っており、
コスト削減の余地はありません。

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　対象者の範囲、燃料費の価格変動、電気自動車等への助成等、他区の動向や社会情勢
を見極め、より効果的な事業内容にするよう引き続き検討します。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　現金給付事業のため、区が実施する必要があります。

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

　毎年、継続的に利用があり、障害者の生活圏の拡大に寄与しています。

　公共交通機関の充実、タクシー券助成とのバランスを踏まえ、事業内容を検討しま
す。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

事務事業を取り巻く状況等

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　23区全てで同様の事業を実施しています。
　最低限度額：世田谷区　24,000円/年
　最高限度額：港区　44,000円/年
　所得制限は、７区で設けています。
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６

（24）

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 640 590 92.2% 平成２７年度 3,000 3,318 110.6% 平成２７年度 40 15 37.5%

平成２８年度 660 611 92.6% 平成２８年度 3,000 3,046 101.5% 平成２８年度 20 20 100.0%

平成２９年度 660 － － 平成２９年度 3,000 － － 平成２９年度 30 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

7,110 4,110 0 3,000 0 0 32 0 7,142 7,112 100%

7,459 3,920 0 3,539 0 0 0 0 7,459 7,046 94%

7,343 4,343 0 3,000 0 0 － － － － －

平成２８年度

平成２７年度

　港区福祉キャブ利用カード交付要網

全認定者数（人）

　介助人利用者数及び延利用件数については、増加していて、障害者等の移動手段の確保ができていま
す。また、平成28年度は前年度と比較し、新規登録者数、全認定者数ともに増加しています。

平成２９年度

事業費の状況(単位：千円)
決算状況

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

指標１

事 業 の 目 的
　車いす使用や寝たきりの身体障害者(児)、知的障害者(児)等の移動手段を確保するため、福祉
キャブ(昇降装置付きタクシー)を運行し、心身障害者等の社会参加の助長、福祉の向上を図りま
す。

施 策 名

事業概要

新規登録者数（人）

地域における自立生活をささえる仕組みつくり

延利用件数（件）
指標２ 指標３

予算状況

心身障害者（児）福祉キャブ及び緊急移送サービス運行

保健福祉支援部障害者福祉課長

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する

保健福祉支援部障害者福祉課障害者事業運営係

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

　区内に住所を有する身体障害者手帳の視覚・下肢・体幹１～３級、内部障害１級の人
　愛の手帳１・２度の人
　精神障害者保健福祉手帳１級の人

(指標の説明等)

事 業 の 概 要

　車いす使用や寝たきりの身体障害者(児)、知的障害者(児)等の移動手段を確保するため、福祉
キャブ(昇降装置付きタクシー)を運行します。
【利用方法】
　利用者は、福祉キャブ利用カードの交付を受け、原則、利用日前日までに運行事業者へ予約を
します。
　利用の際は、運賃を事業者に支払います。また、利用時に介助が必要な場合は、介助人を申し
込むことができます。
【費用】
・利用者負担
　福祉キャブ利用　法人中型タクシー運賃
　介助人利用　1人あたり　1,550円
・区負担
　福祉キャブ運航業務　委託料を毎月支払
　介助人利用　１人あたり　1,550円

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

事 業 の 対 象

評価対象

事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

政 策 名



継続

評価※

5

5

5

拡充 継続 改善 廃止 統合

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

　事業の実施については、障害者の移動の手段を確保するといった点から公益性が高い
といえ、区の実施が妥当です。

事 業 の 課 題

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

　車いす使用や寝たきりの身体障害者（児）等、歩行困難なため、外出時に通常の公共交通機
関を利用することができない人に対して有効な移動手段となっています。本事業の利用率も高
く、今後も事業を継続して実施していく必要があると考えます。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

② 効 果 性

項   目

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ）

評価の理由・コメント

① 必 要 性

③ 効 率 性

　社会参加を促進する点及び移動手段の確保といった点から事業の継続が必要である
といえます。

　車いす利用者等の移動手段を確保し、行動範囲の拡大を図ることができていること
から事業の効果性は高いといえます。

　指標２の延利用件数が増加傾向にあるため、今後も一定の需要が見込まれます。

　東京都の補助対象経費内で実施しています。

　委託により、効率的に実施しています。

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

　業務の効率化が必要です。

一次評価（所管課による自己評価）

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　高齢者支援課と調整し、緊急移送サービス事業との統合ができないかを検討します。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

事務事業を取り巻く状況等

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　他区22区のうち、18区で同様の事業を実施しています。
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開始年度 昭和 52 年度

６

(24)

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 2 2 100.0% 平成２７年度 2 1 50.0% 平成２７年度 2 1 50.0%

平成２８年度 1 2 200.0% 平成２８年度 3 0 0.0% 平成２８年度 3 1 33.3%

平成２９年度 2 － － 平成２９年度 2 － － 平成２９年度 1 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

1,198 750 299 149 0 0 0 0 1,198 764 64%

1,467 1,041 284 142 0 0 0 0 1,467 630 43%

898 898 0 0 0 0 － － － － －

事 業 の 目 的
　障害者が第一種自動車運転免許の取得、自動車の改造、福祉車両の購入に要する費用の一部を
助成することにより、日常生活の利便と生活圏の拡大を図ることを目的としています。

保健福祉支援部障害者福祉課長

保健福祉支援部障害者福祉課障害者事業運営係

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心生活を支援する

施 策 名

事業概要

地域における自立生活をささえる仕組みつくり

　自動車運転免許取得費助成、自動車改造費助成、福祉車両購入費助成の各事業について、概ね、毎
年、当初予定どおりの実績があり、一定の需要があります。

指標１

決算状況

事 業 の 対 象

　区内に引き続き３か月以上居住している18歳以上の人で、次の全ての要件に該当する人
　①身体障害者手帳３級以上（歩行困難で、内部障害者４級以上あるいは、下肢または体幹５級
以上）または、愛の手帳４度以上の交付を受けた人,本人の前年度分所得税額が40万円以下の
人、運転免許適性試験合格者
　②下肢又は体幹等の障害者手帳の交付を受けた人、就労等に伴い自動車を改造する必要がある
人、前年度所得が所得基準内の人
　③身体障害者手帳の交付を受けた常時車いす利用者、又は同居の親族で前年の所得が所得基準
内の人

(指標の説明等)

事 業 の 概 要

　平成25年度から自動車運転免許取得費助成事業・自動車改造費助成事業・福祉車両購入費助成
事業の３つをまとめて「障害者自動車活用支援事業」という名称となりました。
①自動車運転免許取得費助成事業（国庫支出金１/２、都支出金１/４）
　教習所（練習所）入所料、技能・学科教習料、受験料・教材費及び廃棄量の限定介助に直接要
する費用を対象とし、所得税に応じて164,000円まで助成します。所得制限があります。
②自動車改造費助成事業（国庫支出金１/２、都支出金１/４）
　身体障害者が自ら運転する自動車の改造に要する費用の一部を助成します。
　操行装置及び駆動装置の改造費用として、原則、対象者一人につき一台に限り、133,900円ま
でを助成します。所得制限があります。
③福祉車両購入費助成事業
　身体障害者本人、又はその介護者等が車いす同乗用車両を購入する場合、その購入に要する費
用の一部を助成します。所得制限があります。一件につき300,000円までを助成します。ただ
し、中古車両購入の場合は300,000円を限度として購入に要した費用の５分の１を助成します。

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

政 策 名

障害者自動車活用支援事業

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

③福祉車両購入費
助成受給者数(人）

②自動車改造費
助成受給者数(人）

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

指標２ 指標３

　障害者総合支援法（地域生活支援事業）、①港区心身障害者自動車運転免許取得費助成事業運
営要綱、②港区心身障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、③港区福祉車両購入時助成事業実
施要綱

①自動車運転免許取得費
助成受給者数(人）

平成２８年度

平成２９年度

事業費の状況(単位：千円)
予算状況

平成２７年度

予算・決算に関
す る 特 記 事 項



継続

評価※

4

4

4

拡充 継続 改善 廃止 統合

　所得制限のある障害者の生活圏を広げる点から有用な事業であり、その特性から区で
実施するのが妥当です。

事 業 の 課 題

　障害者の日常生活の利便と生活圏の拡大のために必要不可欠な事業で、所得制限や所
得税額に応じて段階的に助成額を設定しているため、コスト削減の余地はありません。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

　運転免許取得費助成事業については、23区中22区で実施しています。

　助成金の支払いが車両購入後、改造終了後、免許取得後の償還払いとなるため、障害
者の一時的な支出の負担があります。また、自動車改造費助成について車両買換えによ
る助成回数に制限がないため、一部の人に偏った助成制度とならないようにする必要が
あります。

　障害者施策が地域生活を前提とした仕組みに転換しており、住み慣れた地域で様々な
サービスを利用して自立した生活を送りたいといったニーズはありますが、経済状況な
ど障害者個人の状況に左右される面があります。

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

事務事業を取り巻く状況等

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ）

　生活圏を広げるといった目的に適合しており、事業継続の必要性はあります。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

③ 効 率 性

　生活圏を広げるといった目的に適合しており、事業継続の必要性はあります。

　購入費等の一部を助成する事業であり効果性の判断は難しいが、車両での移動とそ
れに対する支援が必要な人にとっては、効果があります。

② 効 果 性

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　障害の特性に応じて実施する事業であり、その特性から購入費等の助成をする以外
の手法は考え難いです。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

総 合 評 価

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント項   目

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　運転免許取得費助成事業については、通学取得のみではなく、合宿取得にも対応した
事務手続きを行い、より柔軟な対応をするよう努めます。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）
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開始年度 平成 14 年度

６

(24)

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 5 5 100.0% 平成２７年度 31 31 100.0% 平成２７年度

平成２８年度 5 6 120.0% 平成２８年度 31 31 100.0% 平成２８年度

平成２９年度 6 － － 平成２９年度 32 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

19,522 19,522 0 0 0 0 49 0 19,571 18,718 96%

20,812 20,812 0 0 0 0 3,670 0 24,482 21,780 89%

26,801 26,801 0 0 0 0 － － － － －

交付対象グループホーム利用者数

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

保健福祉支援部障害者福祉課障害者事業運営係

地域における自立生活をささえる仕組みつくり施 策 名

事業概要

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

事 業 の 目 的
　補助金の助成で、グループホームの港区内における整備を増進することにより、知的障害者の
住み慣れた地域社会での自立とグループホームの安定的な運営を助長することを目的とします。

事 業 の 対 象

平成２８年度

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

政 策 名

知的障害者グループホーム支援

保健福祉支援部障害者福祉課長

決算状況

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心生活を支援する

　港区内のグループホームを運営する社会福祉法人、ＮＰＯ法人

(指標の説明等)

事 業 の 概 要

　以下の補助金の交付をします。
（１）グループホームの家賃、契約更新料及び空室時の補助に要する経費
（２）社会性を身につけるための外出時等の社会活動訓練に要する経費
（３）施設の防災、防犯に伴う設備の設置等に関わる経費
（４）グループホームの創設又は改築に際して行った施設設備及び老朽設備の更新に関する経費

　港区知的障害者グループホーム運営費等補助金交付要綱

交付対象グループホーム

　グループホームの整備を増進し、知的障害者の地域生活での自立を助長しています。

平成２９年度

事業費の状況(単位：千円)

指標１ 指標２ 指標３

予算状況

平成２７年度



継続

評価※

5

5

5

拡充 継続 改善 廃止 統合

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

事務事業を取り巻く状況等

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　障害者が地域で自立した生活を送ることができる場の確保のため、他自治体において
も、世話人の居室の家賃や、施設の開設・改修にかかる経費を補助しています。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

　知的障害者の地域への移行を促すためにも、今後も継続して運営補助が必要です。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　他区でも同様の事業を実施しています。障害者の地域移行の促進とグループホームの
安定的な運営のため、区が実施する必要があります。

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　グループホームの運営に要する費用を助成するという簡易な方法により、安定的な
運営をサポートできる点から効率性は高いといえます。

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　交付額については、グループホームの施設の借上げに要する家賃の実費をもとに算定
しているため、コスト削減の余地は少ないと思われます。

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ） 　区内のグループホーム運営については、都心区のため家賃等にかかる費用が大きいので、安定

したグループホーム運営を行うためには、区の助成が必要であると考えます。今後、増加が見込
まれる設置・整備に対する需要にも、的確に対応していく必要があります。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

② 効 果 性

項   目

③ 効 率 性

　知的障害者の地域への移行を促すためにも、グループホームの運営に対し、継続し
た補助が必要です。

　補助金の交付により、グループホームの安定的な運営に寄与していることから入居
者の自立に向けた役割は大きく、事業の効果性は高いといえます。

　障害者の自立を促すとともに、グループホームを安定的に支援していく必要がありま
す。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　区内の民間グループホームに共通する事務処理を一体的に支援できる仕組みを検討し
ていきます。
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開始年度 平成 21 年度

６

(24)

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 1 1 100.0% 平成２７年度 12 12 100.0% 平成２７年度 20 20 100.0%

平成２８年度 2 2 100.0% 平成２８年度 13 18 138.5% 平成２８年度 26 23 88.5%

平成２９年度 2 － － 平成２９年度 13 － － 平成２９年度 20 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

14,076 14,076 0 0 0 0 0 0 14,076 10,664 76%

20,457 20,457 0 0 0 0 -3,793 0 16,664 11,809 71%

14,726 14,726 0 0 0 0 － － － － －

　港区精神障害者グループホーム運営費等補助金交付要綱

区内民設グループホーム数

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心生活を支援する

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

事業概要

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

施設借上げ費を支給する利用者数（実人数）

（１）施設借上費（施設借上げ費、更新料の補助、新規借上げの不動産手数料・礼金の補助※
（開設時のみ）、空室補助）
（２）社会活動訓練費（介助人の雇上げ費用、活動に係る諸費用、食糧費及び交通費等）
（３）防災防犯関係設備経費（防災及び防犯に伴う諸費用に関わる経費）
（４）設備整備費※（グループホームの創設・改築・改修にかかる施設設備に要する経費）
（５）開設準備経費（グループホームを開設するのにかかった物品購入費等）
　　※は平成25年度から実施（レベルアップ）

事 業 の 対 象

事 業 の 概 要

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

政 策 名

精神障害者グループホーム支援

保健福祉支援部障害者福祉課長

施 策 名

平成２９年度

保健福祉支援部障害者福祉課障害者事業運営係

事 業 の 目 的

　区内で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条第15項に規定す
る共同生活援助（主に精神障害者を対象とするものに限る。以下、「グループホーム」とい
う。）を整備、開設する経費を事業者に補助することにより、区内における整備を推進します。
　また、精神障害者がグループホームを利用する場合、利用するグループホーム家賃を施設借上
げ費として事業者に補助することにより、安定的な事業の運営を図ります。
　これらの補助を通じて、精神障害者の地域社会での自立を助長することを目的とします。

事業費の状況(単位：千円)

　グループホームを運営する社会福祉法人、ＮＰＯ法人、一般社団等の事業者
　ただし、設備整備費、開設準備経費等の補助は区内に整備する場合のみ
　また、グループホームの家賃が障害者総合支援法の特定給付及び生活保護の住宅扶助の範囲内
の場合、施設借上げ費は補助されません。

決算状況

区民が利用する区外グループホーム数

　平成26年にグループホームを設置・開設した事業者に設備整備費・開設準備経費を、また、平成28年
に区が整備した建物に誘致した事業者に開設準備経費を補助することで、開設の経済的負担を軽減しま
した。
　施設借上げ費については、グループホームの建物の賃借料等を補助することで、事業者の運営の安定
を図っています。施設借上げ費補助通じて、入居費が軽減されるため、入居者の経済的な負担を軽減さ
れます。

平成２８年度

(指標の説明等)

指標１ 指標２ 指標３

予算状況

平成２７年度

地域における自立生活をささえる仕組みつくり



継続

評価※

4

5

5

拡充 継続 改善 廃止 統合

　精神科病院に社会的な理由で入院している精神障害者の地域への退院が進められてお
り、グループホームはその退院先の選択肢の一つです。グループホーム利用者数は増加
しており、施設借上げ費の需要は増加していく見込みです。

　グループホームの安定的な運営を図り、東京都内における支援事業の標準化を図るた
め、東京都が東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領を定め、都内区市町村は東
京都の支援事業に準じた補助制度を行っています。（特別区は財調対象です。）

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　東京都が都内における標準的な支援事業を示しており、港区においても同様の内容で
実施する必要があります。施設借上費の区内の補助基準額については、港区の状況を考
慮して設定しています。

事務事業を取り巻く状況等

　施設借上費等の補助により、精神障害者グループホーム事業の安定が図られていま
す。

　利用者も、経済的負担を少なく、グループホームを利用することができます。

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　施設借上げ費等は、東京都が標準的な補助制度を示しており、コスト削減の余地はあ
りません。
　施設整備費は、東京都が基準額の７/８を事業者に直接補助し、残りの１/８を区が補
助する仕組みで、削減余地がありません。

② 効 果 性

③ 効 率 性

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　区内にグループホーム３か所を整備し、運営費等を補助することで、18戸の部屋の確
保をしました。通過型のグループホームであることから、入退所がうまく巡回し、無駄
のない利用が継続していくことが課題です。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　施設借上費等の補助により、グループホーム物件の家賃の確保が見込まれるため、
安定的な運営をサポートできる点から効率性は高いといえます。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ） 　グループホームは、精神障害者が地域で自立した生活を送ることを支援する有効な手段で、

今後ますます利用者が増加していくことが予想されます。区が、事業者に施設借上費を補助す
ることで、精神障害者のグループホーム家賃負担が軽減されており、今後も事業を継続してい
くことが必要です。

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　区内の民間グループホームに共通する事務処理を一体的に支援できる仕組みを検討し
ていきます。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

項   目

① 必 要 性
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開始年度 平成 15 年度

６

(24)

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 37 30 81.1% 平成２７年度 1 1 100.0% 平成２７年度

平成２８年度 41 40 97.6% 平成２８年度 1 1 100.0% 平成２８年度

平成２９年度 33 － － 平成２９年度 1 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

6,591 6,591 0 0 0 0 0 0 6,591 5,361 81%

6,618 6,618 0 0 0 0 0 0 6,618 5,688 86%

5,575 5,575 0 0 0 0 － － － － －

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

政 策 名

知的障害者グループホーム家賃助成等

保健福祉支援部障害者福祉課長

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心生活を支援する

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

保健福祉支援部障害者福祉課障害者事業運営係

事 業 の 目 的
　知的障害者グループホーム（以下「グループホーム」という。）入居者が、安定し、自立した
生活を送れるよう、入居者に対し、家賃助成を行うとともに、グループホーム（障害者総合支援
法に基づく共同生活援助事業を行っていないグループホームに限る。）の運営費を補助します。

地域における自立生活を支える仕組づくり

(１)グループホーム入居者への家賃助成
　グループホームに入居している愛の手帳を受けている港区民で、月額所得額が97,000円未満の
人
(２)グループホームの運営に要する助成
　障害者総合支援法に基づく共同生活援助事業を行っていないグループホームの運営事業者

(指標の説明等)

事 業 の 対 象

事 業 の 概 要

事業概要

根 拠 法 令

（１）グループホームに入居する知的障害者が、安定した生活を送れるよう家賃助成をします。
①障害者総合支援法に基づくグループホームに入居している人で、所得月額73.000未満の人の家
賃助成限度額は、月額24,000円（国の特定障害者特別給付費月額10,000円を含む）。ただし、家
賃の額が24,000円を下回る場合はその額とします。
②障害者総合支援法に基づくグループホームに入居している人で、所得月額73.000以上93,000円
未満の人の家賃助成限度額は、月額12,000円（国の特定障害者特別給付費月額10,000円を含
む）。ただし、家賃の額が12,000円を下回る場合はその額とします。
③障害者総合支援法に基づかないグループホームに入居している人については、①②と同様の家
賃助成額を支給しています。ただし、国の特定障害者特別給付費月額は10,000円は支給されず、
区単独経費で支出します。
（２）グループホームに運営費補助することにより、知的障害者の安定した生活の確保を図りま
す。
① 障害者総合支援法に基づく共同生活援助事業を行っていないグループホームを運営する費用と
して、入居者１人当たり日額3,100円を補助します。

　港区知的障害者グループホーム運営要綱

家賃助成受給者数（人）

施 策 名

平成２９年度

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

事業費の状況(単位：千円)

運営費助成件数（件）

　グループホームの整備を増進し、知的障害者の地域生活での自立を助長しています。

平成２８年度

指標１ 指標２ 指標３

予算状況

平成２７年度

決算状況



継続

評価※

5

5

5

拡充 継続 改善 廃止 統合

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

（１）グループホーム等の家賃助成は、23区で実施しています。
（２）千代田区、中央区、新宿区の都心３区を調べたところ、新宿区のみ実施していま
す。

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　施設運営の詳細を把握し、障害者総合支援法に基づくグループホームに移行すること
ができるよう支援していきます。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　他区でも同様の事業を行っており、入居者の費用負担の軽減のためにも、区の実施が
妥当であるといえます。

事務事業を取り巻く状況等

① 必 要 性

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

（１）助成金に限度額を設定するとともに、所得制限も設定しています。
（２）障害者総合支援法に基づく共同生活援助事業を行っていないグループホームに対
する運営経費の支援は、グループホームの法内化が完了するまでの間は障害者福祉の充
実という点で妥当といえます。

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　入居者の家賃額の一部を助成するといった簡便な方法により、費用負担の軽減を図
れることから効率性は高いといえます。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ）

　入居者の安定的な生活の支援のため、所得状況に応じた費用負担の軽減を継続していくこと
が必要と考えられます。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

② 効 果 性

③ 効 率 性

　入居者の安定的な生活を支援するため、グループホーム入居者への家賃助成は必要
です。

　入居者の所得状況に応じて支給する家賃助成は、費用負担の軽減といった点から効
果性は高いといえます。

（１）グループホームの家賃を助成することは、入居者支援の点から必要といえます。
（２）本事業で支援しているグループホーム（生活寮）は、今後障害者総合支援法のグ
ループホームへ移行していくことが予想されるため、動向を注視する必要があります。

　１施設、障害者総合支援法に基づくグループホームに移行していないので、今後の動
向に注視する必要があります。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント項   目
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開始年度 平成 22 年度

６

（24）

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 100 63 63.0% 平成２７年度 50 140 280.0% 平成２７年度 120 214 178.3%

平成２８年度 100 65 65.0% 平成２８年度 100 114 114.0% 平成２８年度 140 222 158.6%

平成２９年度 80 － － 平成２９年度 100 － － 平成２９年度 140 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

1,472 422 0 1,050 0 0 20 0 1,492 1,420 95%

1,422 410 0 1,012 0 0 0 0 1,422 1,404 99%

1,368 0 0 1,012 356 0 － － － － －

地域における自立生活をささえる仕組みつくり施 策 名

事業概要

相談件数（実件数） 啓発事業（講演会参加者）

　東京都区市町村高次脳機能障害者支援促進事業実施要綱
　東京都区市町村高次脳機能障害者支援促進事業補助金交付要綱

事 業 の 概 要

①相談支援
　高次脳機能障害者、家族等からの個別の相談に応じ、適切な指導又は助言を行うとともに、情
報提供を行います。区では、各地区総合支所、みなと保健所、障害保健福祉センター、地域活動
支援センター等で高次脳機能要害の相談に応じていますが、障害保健福祉センターの相談員を当
該事業の相談員として位置付けて、個別の相談等に応じています。相談経験の豊かな家族や支援
者による当事者相談会を、月１回、障害保健福祉センターを会場に行います。
②啓発事業
　高次脳機能障害について、専門家や家族会代表者等による当事者・家族・一般区民向けの講演
会を実施しています。
③家族会支援等
　講演会や研修会の会場で、講演会参加者を中心に結成された高次脳機能障害者の家族会「みな
と高次脳」の紹介と参加の呼びかけを行うなど、家族会活動を支援します。
④支援者向け研修会
　家族、障害福祉サービス事業者、介護事業者等高次脳機能障害者の援助をしている方を対象
に、高次脳機能障害の専門医による講習と支援の事例報告を内容とする研修会を実施します。

支援者研修（参加者）

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

事 業 の 対 象

(指標の説明等)

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する

高齢や障害者等のゆたかで自立した地域生活を支援する

基 本 政 策

政 策 名

高次脳機能障害理解促進

保健福祉支援部障害者福祉課長

平成２９年度

保健福祉支援部障害者福祉課精神障害者担当

事 業 の 目 的

　高次脳機能障害は、病気や交通事故等さまざまな原因で、脳に部分的に損傷を受けたために現
れる、言語や記憶等の機能障害を指します。外見から障害があることが分かりずらい場合あるた
め、周囲の理解が得られにくく、家族が抱え込んでしまう等さまざまな問題が生じることがあり
ます。
　そこで、障害保健福祉センター等の関係機関と連携を図り、相談支援を行うとともに、講演会
等の開催により高次脳機能障害への理解を促進することを目的とします。

事業費の状況(単位：千円)

　高次脳機能障害者、介護する家族、一般区民、支援者等

決算状況

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

平成２８年度

指標１ 指標２ 指標３

予算状況

平成２７年度

　相談会では、相談者を東京都心身障害者福祉センターや専門病院等専門性の高い機関での訓練につな
げる他、家族会に参加し地域での生活の場が広がるなどの成果があります。講演会では高次脳機能障害
者本人やその家族、支援者・一般区民等140名が参加して、高次脳機能障害についての理解を深めまし
た。支援者・障害当事者が発表者になった研修会では、各回100名を超える事業所の職員等の支援者・障
害者本人やその家族が、事例を通じて支援方法を学ぶことができました。



継続

評価※

5

5

5

拡充 継続 改善 廃止 統合

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　高次脳機能障害者支援普及事業は、23区中20区（未実施：中央・文京・渋谷）で実
施。講演会、グループ訓練、家族交流会、言語訓練、ボランティア・失語症サポーター
養成、相談支援者向け研修等、各区の実情に応じたメニューを展開しています。

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　高次脳機能障害支援に積極的なサービス事業者等との連携をさらに強化するととも
に、研修会等を通じて、支援を提供する事業者への啓発を進めます。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　推計の対象者数は900名と多くはないですが、当事者の問題は深刻です。都の事業で
は、区内の関係機関が連携して支援する体制を構築することが求められており、区が事
業を実施する必要があります。

　東京都は、平成20年１月の実態調査を実施し、都内に５万人弱の高次脳機能障害者が
いると推計しています。現時点で、人口比から推計すると、区にの高次脳機能障害者数
は約900名です。

　区は、これまで、高次脳機能障害者理解促進を中心に事業実施してきました。高次脳
機能障害は、一般の人の理解しにくい障害であるため、理解促進について継続して取組
むことが課題です。同時に、高次脳機能障害者の支援を提供するサービス事業者等が限
られているため、相談等支援を充実していくことが課題です。
　講演会や相談事業を通じて、高次脳機能障害者やご家族のニーズを把握するととも
に、相談機関や福祉サービス事業者等、区内の関係機関が高次脳機能障害について正し
い知識を持ち、支援方法等を共有化するよう連携を強化することが求められています。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

事務事業を取り巻く状況等

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　講演会場・相談会場は区有施設を活用しています。また、周知については広報紙以外
に、関係事業者を通じてチラシの配布、委託団体のホームページ掲載等費用をかけない
工夫を行っています。また、事業費の３/４が東京都により補助されます。

項   目

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

③ 効 率 性

　高次脳機能障害は、脳の損傷から生じる精神症状であり、外見からは理解されにく
い障害です。高次脳機能障害のある方が、地域の中で生活をするには、家族や職場な
どの周囲の方が障害を正しく理解することが大切なため、継続的に理解啓発を進める
必要があります。

　東京都障害者センター等で相談事業実績のある区内ＮＰＯ団体に事業委託すること
で、医師や他団体の専門家活用等、有効な事業が行えています。

② 効 果 性

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　障害に関する地域の相談窓口の１つである障害保健福祉センターを活用すること
で、相談から機能訓練、障がい者福祉事業団と連携ができ、効率的な相談を行えてい
ます。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ）

　東京都は、高次脳機能障害の支援拠点病院を二次医療圏ごとに指定し、域内の関係機関との
連携と支援者支援を行う体制を整備するなど、高次脳機能障害の支援体制の構築を進めていま
す。平成27年度から東京慈恵会医科大学附属病院が都中央部の拠点病院に指定されました。
　講演会等の事業を通じて、一般に理解が得られにくい高次脳機能障害について、家族・支援
者・区民の理解が進むという効果が得られています。
　今後、区は、当事業を通じて結成された家族会等を支援すると共に、支援に関わる事業者や
機関の連携に取り組みます。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。
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開始年度 平成 21 年度

６

（24）

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 4 5 125.0% 平成２７年度 800 620 77.5% 平成２７年度

平成２８年度 5 6 120.0% 平成２８年度 972 683 70.3% 平成２８年度

平成２９年度 6 － － 平成２９年度 972 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

34,769 26,236 0 8,533 0 0 865 0 35,634 35,634 100%

38,614 3,989 0 34,625 0 0 0 0 38,614 38,484 100%

38,623 25,942 0 12,681 0 0 － － － － －

重症心身障害者通所事業

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

地域における自立生活をささえる仕組みつくり

事業概要

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

事 業 の 対 象

　港区重症心身障害者通所事業は、東京都の当事業要領に基づき、「障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するための法律」の法内事業として実施します。既存事業である新橋はつら
つ太陽に「あおぞら」として、社会福祉法人長岡福祉協会に事業運営を委託しています。
　以下に挙げる内容とします。
１　医療的ケアの実施
２　理学療法、作業療法及び言語療法による機能回復訓練
３　日常生活における基本的動作訓練
４　集団生活への適応等の訓練
５　家族等の相談に応じ、必要な助言及び支援
６　車両による送迎
　定員 １日　５名
　通所方法　対象者の心身の状態により、週２～５日と通所日を曜日固定している。

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
　東京都重症心身障害児（者）通所事業実施要領
　障害者施策推進区市町村包括補助事業実施要綱
　港区重症心身障害者通所事業運営要綱
　港区重症心身障害児（者）通所事業補助金交付要綱
　港区重症心身障害者利用判定委員会設置要綱

利用者数（実数）

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

政 策 名

保健福祉支援部障害者福祉課長

施 策 名

平成２９年度

保健福祉支援部障害者福祉課発達障害者担当

事 業 の 目 的
　在宅の重症心身障害者等に対し、通所の方法により地域での生活に必要な支援を行うことに
よって、重症心身障害者等の福祉の向上を図ります。

事業費の状況(単位：千円)

　区内に住所を有する在宅の重症心身障害者、特別支援学校を卒業した者、または障害の程度が
重度で一定の医療的ケアを必要とするために心身障害者通所施設等に通所できない者とします。

(指標の説明等)

事 業 の 概 要

平成２８年度

平成２７年度

決算状況

延利用者数

　平成28年度は特別支援学校高等部卒業生１名を迎え、すでに定員数を上回る登録数６人での開始とな
りました。次年度以降もそれぞれ利用希望の卒業予定者がいます。
医療的ケアの必要な人への地域での日中生活の場を確保でき、地域で日常生活を安定して過ごすことが
できています。また、家族の介護負担軽減ができています。
　今後、通所日を曜日固定をせず、いつでも通所できる体制を整備することで、通所しやすくなり、利
用者数は定員を超え、数年後には更なる拡充策が求められます。

予算状況

指標１ 指標２ 指標３



継続

評価※

5

4

5

拡充 継続 改善 廃止 統合

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　障害者総合支援法内の事業のため、各都道府県、市町村で行われています。

一次評価（所管課による自己評価）

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　ある程度のハード・ソフト両面の整った環境が維持することが必要です。また、特別
支援学校を卒業後の地域での居場所は限られてしまいますので、サービス提供拠点の拡
大が必要です。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　現状ではこの事業が運営ができる他の事業所が十分に育成されていないため、事業運
営スキルが十分に育つまでは区が運営していく必要があります。

　障害者総合支援法内の事業のため、国及び都より、３/４の費用負担があります。区
負担の１/４分のうち、出席率に応じた都補助金があります。現在の運営は安定してお
り、削減の余地はありません。

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

事務事業を取り巻く状況等

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　区直営ではなく、業務委託をしています。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ） 　重症心身障害者は、障害の程度が重度であるため、ある程度のハード・ソフト両面の整った

環境が必要であり、特別支援学校を卒業後の地域での居場所は限られてしまいます。対象者が
体調を維持し、通所できる日数を増やせることで家族の介護負担が図れます。またプログラム
の充実を図りながら、今後も継続が必要な事業です。

　対象者それぞれの心身の状態により、通所が可能な日数が異なりますが、できるだ
け、体調の安定を図りながら、通所日数を増やせることを家族は希望しています。

　重症心身障害者は特別支援学校を卒業後、地域での居場所が限られていて、家族の介
護負担は大きいです。今後は利用者の体調を維持し通所日増加を図りながら、スペース
の増加、受入数の増加を視野に入れた定員増加を検討し、利用者全員が週５日まで通所
日数を増加させられるよう、利用者の地域生活向上と家族の介護負担の軽減を図る必要
があります。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

項   目

① 必 要 性

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

評価の理由・コメント

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

② 効 果 性

③ 効 率 性

　今後も区民需要が見込まれ、事業の継続が必要です。

　達成率は比較的高く、利用者にとっては必要なサービスであると評価できます。
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開始年度 平成 19 年度

６

（24）

⑩

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 23 19 82.6% 平成２７年度 平成２７年度

平成２８年度 23 15 65.2% 平成２８年度 平成２８年度

平成２９年度 23 － － 平成２９年度 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

1,706 1,434 0 272 0 0 0 0 1,706 1,706 100%

1,702 1,430 0 272 0 0 0 0 1,702 1,702 100%

1,706 0 0 272 1,434 0 － － － － －

事 業 の 概 要
　区役所本庁舎・議会棟のプランターの管理、障害保健福祉センターの花壇（一部）の草花への
水やり、花殻摘み、作業に伴うゴミの収集等を行います。

保健福祉支援部障害者福祉課長

障害者が特性に応じて就労できる仕組みづくり施 策 名

事業概要

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

事 業 の 対 象

(指標の説明等)

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

基 本 政 策

政 策 名

障害者自立支援事業

平成２９年度

保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係

事 業 の 目 的
　障害者に対し、花壇維持の技術指導等を行うことで、区役所、障害保健福祉センターの美化活
動や環境整備に努めるとともに、障害者の雇用の場を確保します。

事業費の状況(単位：千円)

　「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号
９）」による就労移行支援の支給決定を受けている人

決算状況

就労移行支援利用者数

　区役所等の公共機関の環境整備に努め、花壇の維持管理に携わることで、心ゆたかで健康な都心居住
を支援し、障害者の雇用の場を確保する目的を果たしています。

平成２８年度

指標１ 指標２ 指標３

予算状況

平成２７年度



継続

評価※

4

4

4

拡充 継続 改善 廃止 統合

事務事業を取り巻く状況等

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　障害者の就労支援に係る事業は、他の自治体でも実施しています。

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　次年度予算要求時に財政課と協議をし、障害者就労支援事業と障害者自立支援事業の
統合を検討します。
　次年度予算要求時に花壇管理について、優先調達による契約が可能か、その場合のみ
なと障害者福祉事業団の対応が可能かを検討し、課題改善に努めます。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　民間では同様の事業を実施していません。

② 効 果 性

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　本業務は現在、随意契約によりみなと障がい者福祉事業団に委託し、実施していま
す。
　委託事業所は障害者の就労に関して、豊富な知識を有しており、業務内容は障害者に
適しているといえます。事業者の選定に当たっては、コスト削減を目的とした入札は本
事業になじまないと考えます。

　利用者からは、作業を望む声が聞かれ、需要があると考えます。

　障害者就労支援事業の一環ですが、本事業を障害者就労支援事業から独立させている
ことの経過が不明であり、障害者就労支援事業への吸収を含めて検討していく必要があ
ります。
　現在、本庁舎内の一部の花壇管理を行っていますが、優先調達に基づき、今後管理す
る花壇を増やすように働きかけ、さらなる雇用の拡大をしていく必要があると考えま
す。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

項   目

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

③ 効 率 性

　事業内容は、当初の事業目的と一致しています。

　作業を通じ、職場実習や活動機会を提供していますが、効果測定は難しいといえま
す。

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　身体的作業が業務の大変を占め、手法について改善の余地は少ないと考えます。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ）

　法定雇用率も上がり、優先調達法も周知されつつある状況の中で、障害者の雇用の充実を図
るため、就労支援の強化は必要です。
　本事業は障害者に対して就労の機会を提供することで、雇用の拡大と就労メニューの充実を
もたらしており、今後も本事業の継続が必要です。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。
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開始年度 平成 22 年度

６

（24）

⑩

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 2 2 100.0% 平成２７年度 23 21 91.3% 平成２７年度 1 1 100.0%

平成２８年度 2 2 100.0% 平成２８年度 26 26 100.0% 平成２８年度 1 1 100.0%

平成２９年度 2 － － 平成２９年度 26 － － 平成２９年度 1 ― －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

4,746 4,746 0 0 0 0 0 0 4,746 4,746 100%

4,746 4,746 0 0 0 0 0 0 4,746 4,746 100%

4,746 0 0 0 4,746 0 － － － － －

精神障害者就労支援事業

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

障害者が特性に応じて就労できる仕組みづくり

事業概要

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

事 業 の 対 象

　区は、精神障害者が安定してその力を発揮し、意欲を持って仕事に取組めるよう就労支援の拠
点として、みなと保健所内喫茶軽食コーナー　カフェ　フェリーチェ（平成23年度）を設置しま
した。運営について、区が運営場所を整備して貸付け、西麻布作業所（就労継続支援Ｂ型）が分
室として運営しています。　また、区は、精神障害者の就労の機会を提供するため、あいはー
と・みなとの日常清掃を就労継続支援事業Ｂ型の事業所に委託しています。
　この他に、障害者就労支援の福祉売店のうち、平成22年に設置した高輪福祉売店「ろぜはー
と」は、主に精神障害者を対象としています。このように、区は場の提供や機会の提供を図るこ
とにより、精神障害者の就労の実現を支援しています。

　ろぜはーとは港区福祉売店実施要綱

精神障害者の就労拠点数

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

政 策 名

保健福祉支援部障害者福祉課長

施 策 名

平成２９年度

保健福祉支援部障害者福祉課精神障害者担当

事 業 の 目 的

　精神障害者の社会参加の拡大を図り、就労支援の拠点（みなと保健所内喫茶軽食コーナー「カ
フェ　フェリーチェ」）を設置し、就労支援の強化を図ります。
　また、精神障害者地域活動支援センター事業、あいはーと・みなとの日常清掃業務を、精神障
害者を主な対象とする就労継続支援Ｂ型に委託することにより、精神障害者が安定してその力を
発揮し、意欲を持って仕事に取組めることを目的とします。

事業費の状況(単位：千円)

　主に精神障害者が通う区内の就労支援事業者

(指標の説明等)

事 業 の 概 要

平成２８年度

平成２７年度

決算状況

就労支援拠点における
精神障害者の従事者数

　区は、これまで様々な手法を活用して、就労支援拠点２か所、就労の機会の提供の場を１か所を設置
してきました。月延べ240人程度（ろぜはーと　３人/日、カフェフェリーチェ　４人/日、あいはーとみ
なと日常清掃 ４人/日）です。精神障害者は、その障害特性からコンスタントに安定して就労に従事でき
ない方もいため、週に数日のみの就労、一回の就労時間が短い等様々な形態で多くの方に就労の機会を
提供しています。

予算状況

就労機会の提供の場の数
指標１ 指標２ 指標３



継続

評価※

5

5

5

拡充 継続 改善 廃止 統合

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　他の自治体でも多く見られる手法です。また、区でも他の障害分野で採用されている
手法です。

一次評価（所管課による自己評価）

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　保健所デイケアや総合支所の地区担当保健師等に、就労支援拠点の就労従事者の欠員
状況等の情報提供を行い、就労支援拠点の稼働率を保ちます。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　精神障害者は、その障害特性から安定的に就労することが困難な方も多く、事業者に
とっては出勤者の見通し等運営上の難しさがあります。登録者数は定員数を超えていて
も、実際の活動人数は定員を下回ることもある反面、新規の利用希望者も発生していま
す。

　予算上は、他の事業に計上されていますが、各拠点の事業費は障害者総合支援法の障
害福祉サービス報酬や、東京都の補助事業を活用するなど、財源の確保を行っていま
す。

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

事務事業を取り巻く状況等

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　補助事業や給付事業の活用が出来ています。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ）

　精神障害者の就労の拠点を整備するとともに、業務委託を通じて就労の場を提供することに
より、一般就労にが困難な精神障害者に対して、日中の活動の機会を提供し、精神障害者の地
域生活を充実する効果があります。いずれの事業も登録者数や利用定数を満たしており、区民
のニーズは高いと判断します。
　また、平成30年度から精神障害者も法定雇用率の算定対象となる等、労働環境の改善も進ん
でいますが、すぐに雇用には結びつかない障害者も多数存在するため、障害者の就労支援の場
を確保する目的は妥当です。

　精神障害者への雇用確保策については、区民から根強い要望があります。また、精神
障害保健福祉手帳の所持者は、毎年大幅な増加傾向にあります。

　区は、精神障害者を主な対象とする就労支援拠点を３か所整備し、これとは別に民間
事業者による就労継続支援事業も区内に開設されています。精神障害者は、調子による
体調の変動が大きい反面、様々な能力を持つ方もいます。従来の就労支援事業に加え、
障害特性を踏まえつつ、その能力を活かせる多様な就労内容・形態を提供できる仕組み
が求められています。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

項   目

① 必 要 性

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

評価の理由・コメント

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

② 効 果 性

③ 効 率 性

　障害者就労支援事業の整合性を図りつつ、精神障害者を対象とする就労支援事業の
展開について、検討を行う必要があります。

　様々な手段を活用して、精神障害者の就労の場や機会を提供出来ています。
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開始年度 平成 23 年度

６

(24)

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 7 8 114.3% 平成２７年度 275 230 83.6% 平成２７年度 15 7 46.7%

平成２８年度 8 8 100.0% 平成２８年度 280 199 71.1% 平成２８年度 15 6 40.0%

平成２９年度 8 － － 平成２９年度 280 － － 平成２９年度 15 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

801 781 13 7 0 0 0 0 801 528 66%

1,112 1,092 13 7 0 0 0 0 1,112 513 46%

1,134 749 13 6 366 0 － － － － －

地域における自立生活を支援する仕組みづくり

指標１ 指標２ 指標３

予算状況

平成２７年度

決算状況

障害児・者を支援している
事業所の職員、家族等へ

の研修の参加者数

　この研修への参加により障害児・者への理解を促進し障害者が住みやすい社会の創出に貢献していま
す。
　介護職による特定医療の介護が可能となる研修の随時実施により、ヘルパーによる軽度な医療的ケア
の実施が可能な環境ができてきています。
　②の３号研修については平成27年度から介護保険担当において同様の研修に対しての助成を開始しま
した。

平成２８年度

施 策 名

平成２９年度

保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係

事 業 の 目 的
　障害者サービス提供事業者及び障害者ホームヘルプサービス従事者等を対象として、障害者福
祉の知識普及や介護技術の向上を目指します。

事業費の状況(単位：千円)

　港区在住・在勤の障害児者を支援している人

(指標の説明等)

事 業 の 対 象

事 業 の 概 要

評価対象

事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

政 策 名

障害者サービス提供事業者育成事業

保健福祉支援部障害者福祉課長

生涯を通じた心豊かで健康な都心生活を支援する

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

事業概要

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

特定医療に関する喀痰吸引等
の実施可能な第３号研修の

参加者数

①障害児・者を支援している事業所の職員、家族等への研修
（障害者関係の事業所等で障害者･児を支援しているスタッフや家庭で障害者を介護している区
民・その他障害者福祉に関心のある区民を対象）

②特定医療に関する喀痰吸引等の実施可能な第３号研修
　平成25年度まで区で研修を開催。平成26年度からさくら会で開催する研修に参加する人への参
加料の一部を助成

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
　地域生活支援事業実施要綱

障害児・者を支援している
事業所の職員、家族等へ

の研修の実施回数



継続

評価※

5

5

5

拡充 継続 改善 廃止 統合

② 効 果 性

③ 効 率 性

　福祉施設での職員の資質向上も課題となっている現状ではさらに必要性が高まって
います。

　区民ニーズに対応して実施し障害者の理解を深めることに寄与しています。

　障害種別分野に応じての研修を開催しています。今後も区民ニーズに応えるべき研修
の開催に努めていきます。

　障害児・者を支援している人への研修については、区民ニーズを十分に踏まえ更に充
実を図ります。３号研修についてはさくら会への参加状況を評価し、今後の充実に努め
ます。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

項   目

① 必 要 性

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　さくら会に参加することへ支援方法を変更したことにより、研修を受けやすい環境
ができます。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ） 　研修等を通じて、障害者が地域で豊かに生活していける環境づくりや、区民の障害への理解

が深まっており、事業を継続する必要があります。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　他区においても同様の事業を行っておりますが、港区の充実度は高い状況です。平成
28年度は、アンケート（回答数164）において135名に方に大変参考になったとの評価
をいただきました。

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　障害児・者を支援している人への研修は企画から開催まで全て係職員が担っていて工
夫・余地はありません。３号研修については年に１回の研修開催から、さくら会に参加
することへの支援に変えたことにより、効果的な研修で受けやすい環境ができました。

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　障害児・者を支援している人への研修は参加者が減少傾向にあります。時間に余裕を
もった周知と各回の参加決定通知の送付、区民のニーズを踏まえた講師選定を行い、さ
らに研修の充実を図ります。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　法律に基づく地域生活支援事業として実施しており、広く区民と区内事業所職員を対
象としており、障害者の理解を深め、ネットワークの強化にも効果が見られ、運営全て
を区担当職員が実施しており最高の効率性の中で実施しています。

事務事業を取り巻く状況等
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開始年度 平成 18 年度

６

(24)

⑨

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 15 8 47.0% 平成２７年度 平成２７年度

平成２８年度 7 12 47.0% 平成２８年度 平成２８年度

平成２９年度 7 － － 平成２９年度 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

179 90 0 89 0 0 0 0 179 98 55%

188 94 0 94 0 0 109 0 297 240 81%

189 95 0 94 0 0 － － － － －

施 策 名

事業概要

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

事 業 の 対 象

事 業 の 目 的
　障害者等の世帯に対し、家具転倒防止器具等の取付支援を行うことにより、災害時の安全を確
保します。

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

政 策 名

障害者世帯等家具転倒防止器具取付支援事業

保健福祉支援部障害者福祉課長

保健福祉支援部障害者福祉課障害者事業運営係

生涯を通じた心豊かで健康な都心生活を支援する

　自力で器具等を取り付けることが困難な次のいずれかに該当する世帯
①身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者福祉手帳の交付を受けている人を含む世帯
②難病医療費助成を受けている人を含む世帯
　※他に高齢者等も対象

(指標の説明等)

事 業 の 概 要

　震災時の安全確保のために、港区家具転倒防止対策等促進事業により助成された器具の取付支
援を行います。

○取付けまでの流れ
　①取付け業者が申請者の自宅を訪問し、希望の器具が取付け可能かどうか事前調査を行いま
す。
　②器具の取付けを行います。
　③器具（マグニチュード７）を取付けた場合は、取付けから２～４週間後にゆるみがないか点
検を行います。

　港区家具転倒防止対策等促進事業実施要綱、港区家具転倒防止対策等取付支援事業実施要綱、

申請者数（人）

　高齢者・障害者世帯が居住する住宅の家具転倒防止器具等を取付け支援することによって、災害時の
安全を確保し、居宅で安心して生活することができます。

指標１

事業費の状況(単位：千円)

平成２８年度

予算状況

平成２７年度

決算状況

平成２９年度

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

地域における自立生活を支援する仕組みづくり

指標２ 指標３



継続

評価※

4

4

4

拡充 継続 改善 廃止 統合

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　災害時における区民の安全・安心の確保は区の重要な責務です。とりわけ、災害弱者
である障害者等の世帯の、災害時の安全確保と危険防止を図るために、家具転倒防止器
具等の取付支援を行うことが必要です。

事 業 の 課 題

　都内のほぼ全自治体で、障害者施策あるいは防災施策として対象用件もほぼ同じで類
似事業を実施しています。

　費用は、取付け業務に関わるものでありコスト削減は困難です。
　東京都の障害者施策推進区市町村包括補助事業を活用し、補助金による歳入確保に努
めています。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

事務事業を取り巻く状況等

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　家具転倒防止器具の維持管理に手間がかからず、また長期に渡り家具転倒の危険を
防止できるため、効率性の高い事業です。

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ）

　障害者等が災害弱者である点に鑑みて、災害時の安全確保と危険防止を図る上で、家具転倒
防止器具等の取付支援は、その効果性や効率性の点で、継続する必要性の高い事業です。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

② 効 果 性

項   目

③ 効 率 性

　障害者等が災害弱者である点に鑑みて、災害時の安全確保と危険防止を図る上で、
家具転倒防止器具等の取付支援は必要性の高い事業です。

　過去の地震災害等では、屋内の家具転倒に起因する死亡や大けがの事例が見られる
ことから、災害弱者である障害者世帯への家具転倒防止器具等の取付支援は、比較的
低予算で効果の高い事業です。

　自分で器具等を取り付けることができない障害者の方にとっては、必要な事業であ
り、今後もニーズはあります。

　申請書の提出から器具取り付けまで２か月程度かかります。震災はいつ起こるかがわ
からないため、できるだけ早い取り付けが必要となります。

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )
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開始年度 平成 24 年度

６

（24）

⑫

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 15 4 26.7% 平成２７年度 平成２７年度

平成２８年度 10 5 50.0% 平成２８年度 平成２８年度

平成２９年度 6 － － 平成２９年度 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

227 114 0 113 0 0 0 0 227 103 45%

165 83 0 82 0 0 0 0 165 119 72%

130 65 0 65 0 0 － － － － －

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

障害者が安心して暮らせる社会の実現

予算状況

平成２７年度

決算状況

平成２９年度

事業費の状況(単位：千円)

指標１ 指標２ 指標３

平成２８年度

【対象者】65歳未満の者であって、次のいずれかに該当するひとり暮らしの者又は該当する者の
みの世帯
　①身体障害者手帳１級、２級又は３級を有する者
　②愛の手帳１度又は２度を有する者
　③精神障害者保健福祉手帳１級を有する者
　　※他に高齢者等も対象

(指標の説明等)

事 業 の 概 要

（１）内　容
　防災用品を自身で準備することが困難な、ひとり暮らしの65歳未満の身体障害者等に対し、防
災用品をあっせんします。
（２）あっせん品目　①手回し充電ラジオ、②サバイバルブランケット、③避難セット（非常持
出袋及び救急セット）④非常持出袋、⑤視覚障害者用防災ベスト、⑥聴覚障害者用筆談器、⑦聴
覚障害者用補聴器バッテリーチェッカー
（３）あっせん回数　１世帯につき１回限り。
（４）あっせん価格
　価格は、一般世帯へのあっせん価格であり、非課税世帯は、９割減額、生活保護世帯は、免
除。
　①手回し充電ラジオ：8,925円、②サバイバルブランケット：440円、③避難セット（非常持出
袋及び救急セット）：3,000円、 ④非常持出袋：1,210円、⑤視覚障害者用防災ベスト：4,590
円、⑥聴覚障害者用筆談器：2,916円、⑦聴覚障害者用補聴器バッテリーチェッカー：2,050円

　港区高齢者世帯等防災用品あっせん事業実施要綱

申請者数

　防災用品を自身で準備することが困難な障害者に対し、区があっせんを行うことで、障害者に必要な
防災用品の入手を円滑に行うことが可能となります。

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

政 策 名

障害者防災用品あっせん事業

保健福祉支援部障害者福祉課長

保健福祉支援部障害者福祉課障害者事業運営係

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する

施 策 名

事業概要

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

事 業 の 対 象

事 業 の 目 的
　ひとり暮らしの65歳未満の身体障害者等に対し、防災用品の購入をあっせんすることで、災害
時に支援を必要とする身体障害者等の生活の安全を確保します。



継続

評価※

4
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拡充 継続 改善 廃止 統合

③ 効 率 性

　防災用品を必要とする障害者のもとへ届け、障害者の生活の安全を図るものであ
り、事業継続の必要性があるといえます。

　障害者の安全確保を図ることができるため、効果があります。

　区民の安全を確保するという視点から、必要な事業であり、今後もニーズはあるとい
えます。

　事業が浸透したこともあり、申請者の数は横ばいです。しかしながら、対象者に行き
渡るよう引き続き周知していく必要があります。

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ）

　防災への関心は高く、防災用品を必要とする障害者にとって、効果的な事業といえます。今
後は、港区ポータルサイトを利用し、区民への周知を図ります。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

② 効 果 性

項   目

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　事業の実施手段は、利用方法の側面から、妥当かつ効果的といえます。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

① 必 要 性

　東京都の補助事業を活用し、歳入確保に努めています。

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　チラシの配布、広報みなと及び港区ポータルサイトを利用して、区民への周知を図り
ました。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　防災用品を自身で準備することが困難な障害者に対し、区があっせんを行うという観
点から、区が実施することが妥当といえます。

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

事務事業を取り巻く状況等

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　他区でも同様の事業を実施しています。
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開始年度

６

（24）

⑫

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 20 91 455.0% 平成２７年度 平成２７年度

平成２８年度 20 77 385.0% 平成２８年度 平成２８年度

平成２９年度 84 － － 平成２９年度 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

364 364 0 0 0 0 0 0 364 282 77%

330 165 0 165 0 0 0 0 330 297 90%

205 0 0 205 0 0 － － － － －

施 策 名

事業概要

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

事 業 の 対 象

事 業 の 目 的
　身体障害者・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者全員、難病患者全員を対象にヘルプ
カードを配布することにより、災害等の緊急時の安全確保に寄与することを目的としています。
また、啓発活動を行うことで共助の意識を高めます。

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

基 本 政 策

政 策 名

ヘルプカード普及事業

保健福祉支援部障害者福祉課長

保健福祉支援部障害者福祉課障害者事業運営係

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する

　区内に住所を有する、身体障害者手帳、愛の手帳及び精神障害者保健福祉手帳の所持者並びに
難病患者

(指標の説明等)

事 業 の 概 要
　区内に住所を有する身体障害者等に対して、緊急時や災害時に各々が必要とする支援内容等を
記載できるようにしたヘルプカードを配布します。ヘルプカードを外出時などに携行することに
よって、緊急時や災害時に周囲からの効果的な支援が得られます。

平成２８年度

決算状況

　なし

交付枚数（枚）

　本事業は、緊急時や災害時に必要な支援内容等を記載できるようにしたヘルプカードを外出時などに
携行することによって、緊急時等の安全確保に役立つと同時に、障害者が日常の外出時などに感じる不
安感や心理的なストレスを軽減する効果もあり、障害者の社会参加と行動範囲の拡大が図られます。

平成２９年度

事業費の状況(単位：千円)

平成25年度

指標１ 指標２ 指標３

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

障害者が安心して暮らせる社会の実現

予算状況

平成２７年度



継続

評価※

4

4

4

拡充 継続 改善 廃止 統合

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　カード配布場所である各地区総合支所と配布状況の確認を定期的に行うとともに、公
共交通機関への広報活動を計画的に行います。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　障害者への支援を目的とし、緊急時や災害時に支援が必要となった際に、他者へ情報
を伝達するためのものであり、民間が代替する余地のない事業です。

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

事務事業を取り巻く状況等

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　他区でも同様の事業を実施しています。

　平成29年度の予算要求の内訳は、ヘルプカードの周知啓発用のポスターの作成に要す
る費用及びポスターの掲示（都バスに１か月間掲示）に要する最低限のコストです。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

② 効 果 性

項   目

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　事業に要するコストがヘルプカード本体と周知啓発用ポスターの経費に限定され、
費用対効果の点で効率的な事業です。

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ） 　障害者の緊急時や災害時の安全確保に役立つと同時に、障害者が日常の外出時などに感じる

不安感や心理的なストレスの軽減に効果的で、障害者の社会参加と行動範囲の拡大を図るもの
であり、事業継続の必要性は高いといえます。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

③ 効 率 性

　障害者の安全・安心の確保等の重要性に鑑み、事業は継続する必要があります。

　ヘルプカードに障害者本人が必要な支援内容を具体的に記載することによって、緊
急時等の個別的な支援を明確かつ効果的に行うことができます。

　平成25年度に対象者に送付しているため、今後は、転入者のうち、希望する方に配布
していきます。

　災害時等に効果的な支援を行うことができるよう、特に所持者以外の人に対して周知
を行うことが必要であるといえます。

事 業 の 課 題
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開始年度 平成 25 年度

６

(24)

⑫

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成２７年度 1 1 100.0% 平成２７年度 3 3 100.0% 平成２７年度

平成２８年度 1 1 100.0% 平成２８年度 3 3 100.0% 平成２８年度

平成２９年度 1 － － 平成２９年度 2 － － 平成２９年度 － －

年度 当初予算額 一般財源 国庫支出金 都支出金 基金 その他 流用 補正予算 予算現額 決算額 執行率

1,055 264 527 264 0 0 -141 0 914 810 89%

1,621 340 854 427 0 0 200 0 1,821 1,726 95%

1,590 0 795 397 398 0 － － － － －

指標１ 指標２ 指標３

予算状況

平成２７年度

　記念事業の実施・区民まつり等への参加を通じて、障害への理解啓発が促進されています。

平成２８年度

平成２９年度

保健福祉支援部障害者福祉課障害者福祉係

事 業 の 目 的
　障害のある区民とない区民が互いの立場に立ち、お互いを理解し合えることを目指し、イベン
トでの交流等様々な手段を通じて、偏見や先入観がなくなるよう意識啓発を図ります。

事業費の状況(単位：千円)

　区民

決算状況

予算・決算に関
す る 特 記 事 項

評価対象
事 務 事 業 名

所 属

所 管 課 長

生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する

高齢者や障害者等のゆたかで自立した地域での生活を支援する

基 本 政 策

政 策 名

心のバリアフリー推進事業

保健福祉支援部障害者福祉課長

根 拠 法 令

事業の成果

指
　
標

成 果 の 概 要

事 業 の 対 象

(指標の説明等)

障害者が安心して暮らせる社会の実現施 策 名

事業概要

記念事業の実施 区民まつりで

　障害者基本法

事 業 の 概 要

●記念事業の実施
　記念式典（障害者雇用企業感謝状の贈呈等）・記念講演の開催・ポスター展の開催
●啓発物品の配布（区民まつり等で配布）
●小中学校への心のバリアフリーＤＶＤの配布



継続

評価※

5

5

5

拡充 継続 改善 廃止 統合

※「拡充」「改善」の
　場合は拡充・改善
　する具体的な内容を記載
※「継続」の場合は継続
　する具体的な理由を記載
※「統合」の場合は統合対
　象事務事業名を記載

　記念事業については、実行委員会形式を採用しています。啓発用品の配布について
は、事業所に通所している利用者が配布に参加しています。区が主導ではなく、区民
参加もあり、効率的な手法です。

・拡充は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を拡充（拡大または充実して実施）する必要があるもの。
・継続は、①必要性、②効果性、③効率性の評価が、すべて「４：高い」以上の評価で、事務事業を継続（現状の内容で実施）する必要があるもの。
・改善は、「拡充」「継続」「統合」「廃止」に該当しないもので、事務事業の手段、手法を見直しサービス内容等を改善すべきもの。
・統合は、効果性、効率性の向上が見込まれるため、他の事務事業と整理統合を検討すべきもの。
・廃止は、事務事業の廃止を検討すべきもの。

総 合 評 価

所 管 課 に よ る
評 価 の 理 由
（ 事 業 に 対 す る
取 組 方 針 ）

　障害者週間（12月３日～12月９日）の期間を中心に区役所等においてポスター展を実施し、
記念事業の開催も行います。また、区民まつり等において、心のバリアフリー啓発用品の配布
を行います。引続き、障害への理解啓発に努めるために事業を継続します。

※評価は、５：「極めて高い」、４：「高い」、３：「普通」、２：「低い」、１：「極めて低い」を目安に５段階で記入してください。

項   目

① 必 要 性

一次評価（所管課による自己評価）

評価の理由・コメント

③ 効 率 性

　障害のある区民とない区民がイベント等で交流することができる事業であり、障害
者への理解啓発を図るために必要です。

　記念事業、啓発用品の配布について、障害のある区民の参加もあり、啓発に効果的
です。

② 効 果 性

コ ス ト 削 減 の
工 夫 ・ 余 地

区 民 ニ ー ズ や 要 望
( 今 後 の 需 要 見 込 み )

事 業 の 課 題

　限られた予算の中で、効果的に事業を実施しています。
　また、補助金等の歳入確保に努めています。

次 年 度 へ 向 け た
事 務 の 改 善 点
(付帯意見への対応等)

　障害のある人もない人も共に暮らすことができる社会を実現していくために、次代を
担う子ども達への啓発を強化することが重要です。
　ポスター原画の募集や記念事業の実施について、より学校関係と連携を図り、周知し
ていきます。

区 関 与 の 必 要 性
（ 実 施 す る 必 要 性 ）

　障害者基本法に位置付けられている事業なので、区が実施することが妥当です。

　障害者差別解消法の施行にあわせ、マスコミで取り上げられることもあり、区民の関
心は高まっています。

　障害者への理解を深める事業として適していると考えます。より多くの区民に参加し
ていただけるように効果的な周知方法について、検討していきます。

前 年 度 の 最 終 評 価
及 び 付 帯 意 見

事務事業を取り巻く状況等

他 団 体 等 の
取 組 状 況
( 類 似 事 業 の 有 無 )

　港区を含めた23区で実施しています。


	207【障害者福祉課】重度障害児の日中一時支援事業
	評価シート 

	208【障害者福祉課】重症心身障害児通所事業
	評価シート 

	209【障害者福祉課】重度身体障害児学校送迎支援
	評価シート 

	210【障害者福祉課】原爆被爆者援護事業
	評価シート 

	211【障害者福祉課】いちょう学級
	評価シート 

	212【障害者福祉課】障害者学習活動
	評価シート 

	213【障害者福祉課】障害者日中活動サービス推進事業
	評価シート 

	214【障害者福祉課】新橋はつらつ太陽運営補助
	評価シート 

	215【障害者福祉課】障害者施設等運営支援
	評価シート 

	216【障害者福祉課】障害者（児）通所事業等助成
	評価シート 

	217【障害者福祉課】障害者団体助成・支援
	評価シート 

	218【障害者福祉課】障害者世帯民間住宅あっせん
	評価シート 

	219【障害者福祉課】障害者サービス向上事業
	評価シート 

	220【障害者福祉課】障害者総合支援法自己負担金軽減事業
	評価シート 

	221【障害者福祉課】移動支援事業
	評価シート 

	222【障害者福祉課】障害者（児）日常生活用具給付
	評価シート 

	223【障害者福祉課】重度心身障害者（児）住宅設備改善費助成
	評価シート 

	224【障害者福祉課】中等度難聴児発達支援事業
	評価シート 

	225【障害者福祉課】地域で共に生きる障害児・障害者アート展
	評価シート 

	226【障害者福祉課】障害者地域移行支援事業
	評価シート 

	227【障害者福祉課】生活介護の設置・整備支援
	評価シート 

	228【障害者福祉課】心身障害者福祉手当
	評価シート 

	229【障害者福祉課】障害者（児）紙おむつ給付
	評価シート 

	230【障害者福祉課】重度身体障害者等緊急通報システム整備
	評価シート 

	231【障害者福祉課】障害者（児）寝具乾燥等消毒
	評価シート 

	232【障害者福祉課】心身障害者（児）福祉理美容サービス
	評価シート 

	233【障害者福祉課】障害者（児）無料入浴券給付
	評価シート 

	234【障害者福祉課】障害者配食サービス
	評価シート 

	235【障害者福祉課】知的障害者（児）徘徊探索支援
	評価シート 

	236【障害者福祉課】障害者（児）入浴サービス
	評価シート 

	237【障害者福祉課】重度身体障害者（児）居宅生活支援事業
	評価シート 

	238【障害者福祉課】聴覚障害者協会等通信費補助
	評価シート 

	239【障害者福祉課】重度脳性麻痺者介護
	評価シート 

	240【障害者福祉課】障害者（児）福祉タクシー助成
	評価シート 

	241【障害者福祉課】障害者（児）自動車燃料費助成
	評価シート 

	242【障害者福祉課】心身障害者（児）福祉キャブ及び緊急移送サービス運行
	評価シート 

	243【障害者福祉課】障害者自動車活用支援事業
	評価シート 

	244【障害者福祉課】知的障害者グループホーム支援
	評価シート 

	245【障害者福祉課】精神障害者グループホーム支援
	評価シート 

	246【障害者福祉課】知的障害者グループホーム家賃助成等
	評価シート 

	247【障害者福祉課】高次機能障害理解促進
	評価シート 

	248【障害者福祉課】重症心身障害者通所事業
	評価シート 

	249【障害者福祉課】障害者自立支援事業
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